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上松町の行事・観光                                                  地域振興課 地域振興係 

                                                                          ０２６４－５２－４８０４ 

主な行事   

赤沢自然休養林 ４月下旬 開園(赤沢森林鉄道運行開始) 

小川若宮神社例祭 ４月下旬 西小川・島地区を中心とした例祭・上松町無形文化財 

駒ヶ岳神社例祭 ５月３日 東小川・国選択民俗文化財・県無形文化財 

ほお葉巻き ５月下旬～７月上旬  

御神木祭 令和7年6月4日～6日 伊勢神宮に奉納される御神木の奉曳行事 

大宮神社例祭 ７月中旬 寝覚・見帰地区 

鹿島香取神社例祭 ７月中旬 荻原地区 

ひのきの里の夏まつり ７月下旬～８月上旬 花火大会 

木曽踊り ８月１４日  

諏訪神社例祭・上松祭り ９月上旬 町中心部・上松町無形、有形文化財 

赤沢森林浴(秋) １０月上旬  

神明春日神社例祭 １０月中旬 立町地区 

ひのきの里の秋まつり １０月下旬～１１月上旬 全国木馬引き大会 

赤沢自然休養林 １１月初旬 閉園(赤沢森林鉄道終了) 

どんどやき １月中旬  

氷雪の灯まつり １月下旬～２月上旬  

えごま油・ドレッシング 
町内産のえごまを低温圧搾        

からすみ 
米粉で作った蒸し菓子           

すんき漬け 
赤カブの葉を無塩乳酸発酵した漬物 

信州味噌 
上松町特産品開発センターで手作り 

ほお葉巻 
米粉を練って小豆あんを中に入れ朴

の葉で包み蒸し上げます 

五平餅 
米を炊き、半つぶしして成形し焼く 

えごまだれをかけて再度、焼く 

特産品紹介 



*赤沢自然休養林 

 日本三大美林木曽ひのきの森、森林浴発祥の地でもあり、近年は森林セラピー基地としてヘルスツーリ

ズムでも注目を集めている。木曽の林業の歴史や車の無い時代の地域の足となっていた森林鉄道が復

元され園内を走っている。４月下旬～１１月上旬 
 

町花：オオヤマレンゲ 



*寝覚の床 

 木曽八景の一つ「寝覚の夜雨」花崗岩が木曽川の激流にもまれ浸食され、その風景は地質学分野にお

いても標本となりうるとの評価を受けている。大きな岩が浸食され屏風のようにそそり立つさまはまさに圧

巻。おとぎ話「浦島太郎」伝説もあり、隣接の臨川寺には「浦島太郎の釣竿？」の展示も。 

*小野の滝 

 木曽八景の一つ「小野の瀑布」広重・英泉合作の

中山道六十九次にも登場します。 

*小野の滝  冬の様子 

*臨川寺 



*木曽の桟 

 木曽八景の一つ「桟の朝霧」中山道一の難所と言われた場所。現在旧国道下の石積でわずかではあり

ますが街道の面影を残しています。 

*中山道 

 かつては中山道「上松宿」としてさかえ

た宿場ですが、昭和２５年の大火をはじ

め街道筋の家屋は当時の面影を残すも

のが少なく、上町周辺(写真)・寝覚(立

場茶屋跡)で見られます。 

*木曽古道 

 中山道が開かれるその昔から木曽

谷を貫いていた道。駒ヶ岳神社、東

野の阿弥陀堂(写真)などがみられ

る。 



*風越山 

 木曽八景の一つ「風越の晴嵐」かつては牛馬の放

牧地として山頂は青々とした草に覆われていた。 

*木曽駒ヶ岳 

 木曽八景の一つ「駒ヶ岳の夕照」標高2956ｍ。険しい岩肌が切り立つ山容と、雪化粧をした

山肌に映える夕焼けは時間とともに色彩が変わり、神々しい異彩を放ちます。 



御神木祭 

*御神木祭 

 「御神木祭」とは、御神木の伐採に伴って開催されるご奉祝行事です。 

 国内の神社を代表する伊勢神宮(正式名称は「神宮」)は、内宮と外宮から成り20年に一度、「式年遷

宮」を執り行います。この式年遷宮では新たに神殿を建て替えて御神体を移します。伊勢神宮の遷宮は

様々な行事を要し、これまでに62回、約1300年にわたって連綿と伝えられてきた日本の伝統文化です。 

 この遷宮に使用される木材のうち、御神体を収めるための器となる材は「御樋代木(みひしろぎ)」といわ

れ、この御樋代木を採る木材が「御神木」と呼ばれます。御神体に最も近づく御神木の伐採には「御杣始祭

(みそまはじめさい)」と呼ばれる特別な祭事が行われます。 

 

 この御神木は内宮と外宮の２本を必要とし、それぞれが無節の上質な材であること、清らかな流れに近い

清浄な土地にあることなど、数多くの要件を満たさなくてはなりません。また伐採では２本の先端を交差さ

せて倒すため、お互いが届く距離に生えていなくてはなりません。 

 

 数々の難関を突破して選ばれた御神木は、三ツ紐切り(みつひもきり)といわれる伝統的な手法で伐倒さ

れます。木の幹に３方から斧をいれ、３箇所のツルを残して伐倒することで、木材を傷めず倒す方向も決め

やすいという古来の技術です。 



 伐採された御神木の断面は、三方から伐採された跡が明確に分かります。また、この切り株は窪みが見

られ、杣夫の方々には「御神酒がたまる」と伝えられているそうです。 

古くからのしきたりに則して、伐採された木から小枝を移し感謝の意を込めて切り株に挿しました。伐採さ

れた御神木は先端を整えられ、いよいよ伊勢に向けて旅立ちます。これを「御奉送(ごほうそう)」と呼び、

御神木が立ち寄る各地域で神事や例祭が開催されます。 

 地元奉賛会がお木曳行事に備え御神木を奉曳車

に整えます。安置された御神木は氏子がかがり火を

焚きながら夜を徹して守ります。 

 御神木は多くの方々の手によって曳かれ練り歩

きます。若連衆が木遣り歌を歌い、奉賛者が

「よーい、よーい」と応えます。一般参加者、保育

園や小学校の子どもたちも綱を引き２０年に一

度の思い出を心に刻みます。 









届出・証明                                                                 住民福祉課 住民係 

                                                                                                              ０２６４－５２－４８０２ 

●本人確認をしています     
 個人情報の保護や、なりすまし等による不正な請求・届出を

防止するため、戸籍や住民票等の交付申請および戸籍・住所

変更等の届出時には窓口で本人確認をしています。ご理解と

ご協力をお願いします。 

＊本人確認の必要な交付申請・届出 

 ・戸籍および住民票関係の交付申請 

 ・婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知届 

 ・住民異動届（転入・転出・転居届等） 

＊本人確認のため窓口で提示していただく書類 

 ・1点で確認となるもの 

  顔写真付きの公的な身分証明書（運転免許証、パスポート、

マイナンバーカード等） 

 ・２点で確認となるもの 

  健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、年金証書等 

  公的な証明書 

※本人確認の書類がない場合は、あらかじめお問い合わせく 

  ださい。         

●戸籍の届出 

◇結婚するとき 
 婚姻届を提出したときから婚姻が成立します。（休日、夜間は

宿日直が受け付けますので、事前に記載方法について住民係

までお問い合わせください。） 

＊持ち物 

 ・届書（証人２名の署名が必要です。） 

※婚姻により住所の変更もする方は別に住所異動の届出が 

  必要です。 

 

＊関連のある補助制度 

 ・上松町結婚祝金 

 ・上松町結婚新生活支援補助金 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 

◇子どもが生まれたとき 
 出生届は、生まれた日から14日以内に届け出てください。

（休日、夜間は宿日直が受付します。） 

＊持ち物 

 ・出生証明書（出生届についています。） 

 ・母子健康手帳 

＊乳幼児医療申請・児童手当認定申請 

 出生届の届出時に申請書をお渡しします。 

 

◇家族に不幸があったとき 
 死亡届は死亡の事実を知った日から７日以内に届けてくださ

い。（休日、夜間は宿日直が受付ます。） 

＊持ち物 

 ・印鑑（ゴム印等変形しやすいものを除く） 

 ・死亡診断書（死亡届についています。） 

 ・火葬場及び霊柩車使用料（緑聖苑火葬場使用のとき） 

＊緑聖苑（火葬場使用料） ※時間外は３割増 

＊霊柩車使用料 

  ４月～１１月 ２６，６００円 

 １２月～ ３月 ３２，０００円  

＊緑聖苑火葬場使用時間 

 午前：８時３０分・９時３０分・１０時３０分 

 午後：１時００分・２時００分※３時００分（時間外） 

（友引及び１月１日、１月２日は休みです。） 

 

 

◇その他の戸籍の届出 
 養子縁組届、離婚届、転籍届等があります。 

 住民係へご相談ください。 

●住所の届出 

◇上松町へ転入されるとき 
 転入した日から14日以内に前住所地で交付された「転出証

明書」をご持参の上【転入届】の手続きをしてください。 

＊持ち物 

 ・本人確認書類 

 ・マイナンバーカード（持っている方） 

＊関連のある補助制度 

 ・上松町（UIJターン）就業・創業移住支援事業補助金 

 ・上松町おかえり支援金 

 ・ウェルカム祝い金 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 

◇町内で引っ越したとき 
 転居してから14日以内に【転居届】の手続きをしてください。 

＊持ち物 

 ・本人確認書類 

 ・国民健康保険の資格確認書（加入している方） 

 ・マイナンバーカード（持っている方） 

 

◇町から転出するとき 
 転出予定日より前に【転出届】の手続きをしてください。「転

出証明書」を交付しますので、新住所地に転入するするときに

提出してください。 

※マイナンバーカードを利用した特例転出は「転出証明書」は 

  交付されません。 

＊持ち物  

 ・本人確認書類 

 ・国民健康保険の資格確認書（加入している方） 

 ・印鑑登録証（登録している方） 

  

区 分 使用料 備 考 

１０歳以上   １６，０００  

１０歳未満   １２，８００  

死産児    ７，４００ 妊娠13週以上 

胞衣    ４，２００ 妊娠13週未満死胎児含む 



●印鑑登録・印鑑登録証明 

◇印鑑登録の申請 
＊登録できる人 

    上松町に住民登録がある１５歳以上の方 

     （注）意思能力を有しない方は登録できません。 

＊持ち物 

  ・登録する印鑑 

    住民基本台帳に記載されている氏名を表したもので一辺 

    の長さが8～２５ミリの正方形に収まるもの。 

    ※ゴム印等変形しやすいもの、印影が不鮮明なもの、 

      他の人が登録した印鑑は登録することはできません。 

  ・官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 

    運転免許証、マイナンバーカードなど 

＊申請方法 

 ・本人が来庁し上記本人確認書類が提示された場合 

  即日登録できます。 

 ・写真付きの身分証明書が無い場合 

  １.上松町で印鑑登録している方が登録申請書の保証人欄 

   に必要事項を自署して登録印を押印することで申請する本 

   人の身分保証する方法。 即日登録できます。 

  ２.本人の住民登録地へ「照会書」を郵送し本人確認をする 

   方法。 登録完了まで数日かかります。 

  ※健康保険資格確認書等の本人確認書類が必要です。 

 ・本人が来庁できない場合（代理人申請） 

  登録完了まで数日かかります。 

  １．代理の方が登録する印鑑を持参し登録申請します。 

  ２．本人の住民登録地へ「照会書」を郵送します。 

  ３．代理の方が、「回答書」と登録する印鑑を窓口までお持ち 

   ください。登録が完了しましたら、印鑑登録証を交付します。 

  ※本人と代理人双方の本人確認書類が必要です。 

 

◇印鑑登録証明書の申請 
＊持ち物 

 ・印鑑登録証（本人が来庁しても印鑑登録証がないと証明書 

  の交付ができません。） 

＊本人が来庁できない場合 

 代理の方でも「印鑑登録証」があれば証明書の交付を受ける

ことができます。（登録してある方の住所、氏名、生年月日を明

確にしてきてください。） 

●公的個人認証サービス 
 国や地方公共団体では、住民の皆さんが申請や届出等の

行政手続を行う際に、これまでの窓口での手続きに加え、自

宅等のパソコンからインターネットを使って24時間いつでも申

請や届出ができる仕組みづくり（電子申請・届出、電子申告

など）に取り組んでいます。 

 公的個人認証サービスは、こうした電子申請・届出が行われ

る際に、第三者の成りすまし申請などの課題を解決する本人

確認サービスを、全国どこに住んでいる人に対しても提供する

ものです。 

 このサービスを利用するための電子証明書はマイナンバー

カードに格納されています。 

●マイナンバーカード（個人番号カード） 
 マイナンバーカード（個人番号カード）はマイナンバーが記載

されたプラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、

住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表

示されます。 

 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治

体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、

さまざまなサービスを利用できます。 

＊申請方法 

 ・郵送：マイナンバーカード交付申請書に顔写真を貼り、       

返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函。 

 ・スマートフォン：スマートフォンで顔写真を撮影し、申請用     

ＱＲコ－ドを読取り、所定のフォームからオンライン申請。 

 ・パソコン：デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォー     

ムからオンラインで申請。（申請書ＩＤが必要です） 

 ・まちなかの写真機：申請書を持参して、申請可能な証明写     

真機で顔写真を撮影して申請。（機種により対応してい     

ないものがあります。） 

 ・役場での申請：職員が無料で顔写真を撮影し、申請のお     

手伝いをします。申請に必要な書類等は住民係までご     

連絡ください。  

 

※申請について詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」 

 https://www.kojinbango-card.go.jp をご覧ください。 

種類 手数料（1通） 必要なもの 

戸籍謄抄本  450円 本人確認書類（免許証等） 

 

※請求できる方、請求に必要なものについては、 

 法務省のホームページをご覧ください。 

除籍・改製原戸籍謄本  750円 

戸籍の附票  350円 

身分証明書  350円 本人確認書類（免許証等）・本人以外は委任状 

戸籍届書の受理証明書 
本人確認書類（免許証等）    350円 

戸籍届書の記載事項証明書 

住民票  350円 本人確認書類（免許証等）・同一世帯以外の方は委任状 

印鑑登録 1,000円（1件）        登録する印鑑・顔写真付き身分証明書（官公署の発行した免許証、マイ

ナンバーカードなど） 

印鑑登録証明書  350円 印鑑登録証 
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◇各種証明書の種類・手数料 



●証明書のコンビニ交付サービス  

 マイナンバーカードを使用して、コンビニエンスストア等のマルチコピー機（キオスク端末）から住民票の写しなどの証明書が取

得できます。  

＊利用できる方 

 上松町に住民登録されている方又は上松町に本籍がある方で、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバー

カードをお持ちの方 

＊利用できる主な店舗 

 全国のセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなど 

＊利用できる時間 

 午前６時３０分から午後１１時まで 

 ※店舗営業時間内のみ。１２月２９日から１月３日およびメンテナンス日は除きます。 

＊取得できる証明書の種類・手数料 

証明書の種類 手数料（１通） 取得できる範囲 

住民票の写し 200円 上松町に住民登録がある本人および同一世帯の方 

※世帯主・続柄、本籍・筆頭者、マイナンバーは記載の有無を選択 

 できます。 

※住民票コードは記載できません。  

印鑑登録証明書 200円 上松町に住民登録がある方で印鑑登録をしている方 

所得・課税・扶養証明書 200円 １月１日時点と現在どちらも上松町に住民登録がある方 

※税の申告をされていない方など、発行できない場合があります。 

※最新年度分のみです。  

戸籍全部事項証明書・ 

個人事項証明書 

300円 上松町に本籍がある本人と同一戸籍の方 

※最新の戸籍のみ。 

※上松町外に住民登録していて、上松町に本籍がある方は、事前に 

 「本籍地サービス」の利用登録申請が必要です。  
戸籍の附票の写し 200円 
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証明書の種類 手数料（１通） 

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 450円 

除籍全部事項証明書（除籍謄本） 750円 

改製原戸籍謄本 750円 

●戸籍証明書の広域交付 

 令和６年３月１日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。 

＊請求できる方 

 ・本人 

 ・配偶者 

 ・父母、祖父母など（直系尊属） 

 ・子、孫など（直系卑属）  

＊持ち物 

 顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）  

＊交付できる証明書の種類・手数料 
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●ガス 
 キッチンやお風呂・暖房等でガスを使用される場合、ＬＰガス

の契約が必要です。都市ガスのコンロは使えない場合がありま

す。また、ＬＰガスは空気より重いのでガス警報器は床から

30cm以内に設置します。警報器用のコンセントを抜かないよう

ご注意ください。 

 木曽エルピーガス事業協同組合 ２２－２６４３ 

＊上松町内のガス店 

 ・上松プロパン販売所 ５２－２５１９ 

 ・エマ商会(株)駅前店 ５２－２３８５ 

●テレビ・インターネット・電話 
 お好きな会社と契約ができます。 

＊木曽広域ケーブルテレビ 

内 容  金額/月 

基本契約 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ基本使用料 1,670円 

ｵﾌﾟｼｮﾝ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続               1Ｍ 1,250円 

        15Ｍ 3,560円 

 ※（事業所のみ） 30Ｍ 3,980円 

  300Ｍ 4,080円 

   1Ｇ 4,400円 

追加   ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＩＰｱﾄﾞﾚｽ(1個のみ)  220円 

   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ容量追加(10Ｍ単位)  220円 

   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(1ｱｶｳﾝﾄ)  220円 

●コミュニティバス 
 ・木曽広域幹線バス「きそバス」 

   南部幹線：坂下系統（南木曽町・弥栄橋～木曽福島駅） 

    南部幹線：上松系統（上松町・バス回転場所～木曽福島駅） 

  ・上松町コミュニティバス 

    町内路線：芦島線 （芦島～上松駅） 

    町内路線：吉野焼笹線 （焼笹～上松駅～中学校北門） 

 ・上松町デマンド乗合タクシー （町内のみ） 

    ※利用する際には、事前に利用者登録が必要となります。 

  ＊運賃 

   〇「きそバス」 

     初乗り２００円（A・B・Cゾーン） 

      ※ゾーンを1つ超えるごとに２００円加算。 

      ・中学生 半額 、小学生 半額、未就学児 無料 

      ・郡内小中学生 無料（町村発行の証明書必要） 

      ・障がい者等 半額（手帳の提示が必要） 

   〇「芦島線・吉野焼笹線」 

     大人 ２００円 ・小学生 １００円 ・未就学児 無料 

   〇「デマンド乗合タクシー」 

     大人 ５００円 ・小学生 １００円 ・未就学児 無料 

   ＊乗継割引（乗継券） 

    路線から路線に乗り継ぎする場合は、降車の際に乗務 

  員にお申し出いただき「乗車券」を受け取ります。次に乗 

  車する 路線で降車する際に乗車券を提示します。 

   ※それぞれの運賃を比べて高い方の運賃が乗車区間の 

    運賃として適用されます。 

  ＊減免利用乗車証（半額減免） 

   以下の項目に該当する方は、減免利用乗車証の交付に 

   より芦島線、吉野焼笹線、デマンド乗合タクシーの乗車 

   料金が半額減免となります。 

   ①要支援、要介護認定を受けている方と､その介護者。 

   ②身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳をお 

   持ちの方と、その介護者。 

   ③生活保護を受けている方。 

   希望される方は、顔写真（縦3.5㎝、横2.5㎝）をご持参の上、 

   役場住民福祉課（１階２番窓口）までお越しください。 

  ＊時刻表 

    町ホームページをご覧いただくか、役場（１階２番窓口）に 

    お声かけください。時刻表（冊子）をお渡しします。 

  ＊回数券・定期券の販売  

   〇回数券販売窓口：役場住民福祉課（１階２番窓口）、 

     上松町公民館、駅前観光案内所、ひのきの里総合文化 

     センター、木曽福島駅前バス発券所。 

   〇定期券販売窓口：役場住民福祉課（１階２番窓口） 

  ＊その他 

   コミュニティバスの詳細については、町ホームページを 

   ご覧ください。   

 お問合せ 住民福祉課生活環境係 ５２－４８０２ 

  ＊赤沢自然休養林行きのバスは、別途運行されます。 

 お問合せ 上松町観光協会 ５２－１１３３ 

※加入する場合は加入料・設置工事費が別途必要です。 

  申込・問合せ 木曽広域情報センター   ２１－２２１２ 

              危機管理課危機管理係  ５２－４９０２ 

●電気 
＊電力自由化 

 電力自由化により、お好きな電力会社と契約ができます。 

＊地域の電力会社 

 中部電力(株)木曽福島営業所 木曽町福島6200-4 

 ０１２０－９８４－５３２ 

◇関連する補助制度 

 ＊コミュニティ交通タクシー利用補助 

 ＊上松町運転免許証自主返納支援事業 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 
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●上下水道 

◇水道を使い始める時、使用を中止するとき 
 新しく家を建てるとき、今ある水道配管などを改造するとき、転

入や転居などで使われていない水道を使い始めるときや水道

の所有者が変わるとき(名義の変更)、今までお使いになってい

た水道の使用を中止するときは、事前に建設水道課で手続き

をしてください。 

◇下水道の接続工事をするとき 
 町の指定工事店の中から見積りをとって、工事店を決 

めます。工事店と、便器の機種など詳しい打ち合わせを 

進めます。指定工事店の一覧をご参照下さい。 

 施工を決めた工事店で設計書を作成してもらい、内容を確認

して町へ「計画確認申請書」を提出します（工事店が代行）。

町は申請内容について審査します。町から指定工事店へ施工

許可が届くと、いよいよ着工です。計画確認書は大切に保管し

て下さい。工事が終わったら、施工業者は５日以内に完了届を

町に提出します。町で検査を行い、合格すると「検査済証書」を

交付します。工事代金は、町の検査が終了してから支払いま

す。「公共下水道開始届」を町に提出して、下水道が使用でき

るようになります。 

 下水道計画区域のエリア確認・浄化槽設置補助金交付につ

いてのお問い合わせは建設水道課までお願いします. 

 

◇水道料金 

◇下水道料金 
 下水道使用料金は、水道の使用量を排出量とみなして１ヶ月

ごとに水道料金と一緒にお支払いただきます。 

参考：一般家庭の料金表(１ヶ月・消費税含） 

※検針日は必ず同日ではありませんのでご了承ください。 
●上下水道料金の納入 
＊上下水道料金の納期限 

 翌日の10日前後(休日の場合はその翌日)が納期限となりま

す。諸事情により期限までにお支払いができない場合は、ご相

談ください。３ヵ月以上未納の場合には停水させていただくこと

もありますので、ご注意ください。 

 ※カード払いの取扱いはありません。 

＊便利な口座振替をご利用ください 

 忘れてしまうことがなくお支払ができます。納期限の月の15

日に振替を行い、25日に再振替をしています。(休日の場合は

その翌日) 

 希望される場合は、役場会計窓口に「口座振替依頼書」があ

りますのでご利用ください。公共交通機関等の利用が困難な

場合は、ご連絡ください。 

 対象金融機関 

 ・八十二銀行各支店   ・長野銀行各支店 

 ・JA木曽各支所     ・松本信用金庫各支店 

 ・ゆうちょ銀行     ・長野県労働金庫各支店 

 

◇こんなときはご連絡ください 
・漏水を発見したとき  ・長期間使用しないとき 

・引越しをされるとき  ・所有者が変更されるとき 

料金区分 使用水量 金額（税込） 

基本料金 10ｍ³まで １，９９１円 

11ｍ³から20ｍ³まで １７７円加算 

超過料金 

(1ｍ³あたり) 

21ｍ³から40ｍ³まで ２０２円加算 

41ｍ³から60ｍ³まで ２４４円加算 

61ｍ³以上 ２６１円加算 

料金区分 使用水量 金額（税込） 

基本料金 10ｍ³まで １，８９７円 

11ｍ³から20ｍ³まで １８３円加算 

超過料金 

(1ｍ³あたり) 

21ｍ³から40ｍ³まで ２０９円加算 

41ｍ³から60ｍ³まで ２３４円加算 

61ｍ³以上 ２４７円加算 

 水道の通水と停水について 

転勤・転居などで1ヶ月以上留守にする

場合は、停水手続きをお願いします。届

出が無い場合、基本料金がかかります。 

 消火栓の使用について 

地区等で利用する場合(災害等緊急時

を除く)は日程調整をしていますので事

前にご連絡をお願いします。 

 水道工事について 

家庭内の水道工事について、新設・改

造・ボイラー等の取り付けは、上松町指

定の水道工事店でお願いします。（後出

資料：指定工事店一覧参照。） 

 漏水の確認方法について 

①蛇口を全てしめます。 

②外のﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽの中のﾒｰﾀｰ器確認。 

・ﾏｰｸ点滅⇒漏水しています。 

・常時点灯か消灯⇒漏水していません。 

http://will2-e.kisoji.com/sitemng/haisuikoujiten.pdf
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●我が家は、下水道に接続できますか？ 

 上松町では下記の地区内を計画区域としています。 

 加入接続のお申込み、ご自宅が共用エリア内か否かのご確認・お問い合わせ等は、上下水道係までお願いします。 

◇関連のある補助制度 
 ＊浄化槽設置事業補助金 

 ＊上松町住宅リフォーム補助金 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 

 

 

※下水道接続・合併浄化槽設置をお願いします。 

◇受益者負担金 
 都市計画法第75条の規定により、町が都市計画事業として

施行する公共水道事業に要する費用の一部に充てるため、受

益者負担金を徴収することが定められています 

※負担金は一括で徴収するものとされていますが、受益者が

分割の申し出をしたときは５年を限度として分割納入すること

ができます。 

負担区 上松処理区（計画区域内） 

負担金の額 一般家庭１単位当たり235,000円 

＊汲み取りの依頼 

 お住まいが下水道未接続の方や、下水道共用エリア外で浄化槽の設置が無い方は、し尿の汲み取りを定期

的におこなってください。汲み取りの依頼は、下記事業者まで直接申し込みをお願いします。 

・有限会社 環境サービス ５２－２５８７ 

し尿の汲み取り                              

http://will2-e.kisoji.com/sitemng/Gesui-keikakuzu.jpg








 
 
 見帰「こまくさワークセンター」北側に上松町のリサイクルセンターを開設しています。こまく

さワークセンターと協働で運営をしております。上松町住民の方ならどなたでもご利用できますの

で、ルールを守り、ご利用ください。 

 
・汚れているリサイクル品は持込まないでください。 

・ペットボトルはキャップとラベルを取ってください。 

・陶器、茶碗、コップ、植木鉢、強化ガラス等は 

持込めません。 

・アルミ缶のみです。スチール缶は持込めません。 

・きれいに洗って持込みましょう。 

・不法投棄はやめましょう。 

 

※上松にお住まいの方は木曽町の「リサイクル広場」は利用 

できませんので、上松町のリサイクルセンターをご利用ください。 

 

  

 

 

 

●新聞紙   ●広告・チラシ・雑がみ   ●雑誌・本   ●牛乳パック 

●ダンボール類   ●菓子箱・紙箱 

 

 

●平日午前９時から午後５時までは、こまくさワークセンター南側のストックヤードに直接持

込んで下さい。（受け入れを行っています。） 

●ひもで十文字にきちんと縛りましょう。（ガムテープ、ラップ、針金は使用不可） 

 ※表と裏の十文字のところをねじって縛り、回収する時、ほどけないように出しましょう。 

●新聞とチラシは別々に出します。 

 

 

●カレンダー（金具は取り除く） ●紙袋（取っ手が紙以外のナイロンひもなどは取り除く） 

●包装紙 ●封筒（窓付きのフィルムは取り除く） ●画用紙  ●菓子箱・紙箱 

 

 

 

●カーボン紙、感熱紙、油紙、紙コップ、写真、アルバム、洗剤等の臭いがついた紙。 

●酒パック・ジュースなどの紙製飲料パックで、内面がアルミ（銀色）やビニールでコーティ

ングされているもの。 

●臭いのついた紙箱は回収できません。（例：石鹸の箱、線香の箱、たばこ） 

※臭いが消えず、リサイクルした後に紙に臭いが残るのでリサイクルできない。 

 ⇒持ち込めない紙類は、燃えるごみの日に指定袋にいれて各ごみステーションに出してく

ださい。 

 

 
 

旧日通倉庫 

タ ッ チ



 
 

 

 

 

 

 

 

●キャップとラベルは取る。 

●つぶさないでください。 

●中を良く洗ってきれいにする。⇒汚れが取れないものは燃えるごみに出してください。 

 

●シール等は剥がして、汚れ、臭いのあるものは洗う。 

  ⇒汚れ、悪臭が取れなければ燃えるごみに出してください。 

 

 

 

 

 無色（透明）  茶色  黒色   緑色  その他の色のﾋﾞﾝ  蛍光管 

 

●中味を出し、中を洗ってきれいにしてから、収集コンテナへ色別に入れてください。 

 きれいにできないリサイクルびんは不燃ガラスの日に指定袋に入れて各ごみステーション

に出してください。 

●セトモノ、陶器類、びん以外のガラス製品、化粧びん等は持込めません。不燃ガラスの日に

指定袋に入れて各ごみステーションに出してください。 

●ふた・リングは取ってください。剥がしやすいラベルは剥がしてください。 

●農薬・劇薬のびんは販売店や処理業者で処理してもらってください。 

●リサイクルびん類や蛍光管は割れていても出せます。 

●ＬＥＤ管・電球・グロー球は不燃ガラスの日に指定袋に入れて出してください。 

 

 

 

 

 

                                   

 

●アルミ缶のみです。スチール缶は持込めません。分類に気付けて下さい。 

 スチール缶は不燃（金物類）の日に指定袋に入れて、各ごみステーションへ出して下さい。 

●つぶさないでください。  ●中を良く洗ってきれいにして出してください。 

 

 

◆こまくさワークセンターのスタッフに声をか

けていただき、指定したタンクに入れます。 

～持ち込み方～（※受付時間がありますのでご注意ください。） 

●受付日時 月～金曜日、午前１０時～午後３時まで（※こまくさワークセンター営業時間内） 

●一人１回１リットルまで持ち込み可能です。（量、中身が見えるようにラベルを取った透明

の 500 ㎖ペットボトルに、汚れを取った廃食油を入れてお持ちください。 

 

 

 

こまくさワークセンターは障がいのある方が、社会参加を求めて働くための施設です。 

利用者の方が毎日意欲的に働くために、町民の皆さんの節度ある利用をお願いします。 

【問い合わせ先 住民福祉課 生活環境係 ５２－４８０２】 

  

※ペット１の表示（ラベル）がついているもの



                    

 









 

 



 

 

 



 

 

 





 

 

 



 





 

 



 

 



 





 

 

 



 

 

 



●町営住宅について 
 町営住宅は、町が運営管理する賃貸住宅です。それぞれに入

居条件が定められており、基準を満たした世帯が入居できま

す。入居者の募集は町の広報紙や町ホームページに掲載しま

す。 

 

※転居する際は、畳・障子・ふすまを交換する費用が必要です。 

  

お申込み・お問い合わせ 

総務課管財住宅係 ５２－４８０1 

同じ期間には道路の凍結も予想されるので、車はスタッドレス

タイヤへ交換をしてください。ワイパーのウォッシャー液は寒冷

地用をいれると良さそうです。 

屋根の無い駐車場では霜により窓ガラス等が凍結するので早

めに暖気をするなどして、融かす時間が必要です。 

 

家の周りは降雪の際、雪かき等を使い除雪の必要があるので、

道具の準備が必要です。靴はかかとの低い溝の深いブーツや

長靴があると滑りにくく安心です。 

住居について                                                総務課 管財住宅係 ・ 地域振興課 地域振興係  

                                                                                          ０２６４－５２－４８０1   ５２－４804 

◇住宅の新築・リフォーム・解体に関する補助制度 
 

 ＊上松町木造住宅新築等補助金 

 ＊上松町木造住宅新築等建築用木曽ヒノキ材提供事業 

 ＊無料耐震診断・既存住宅耐震補強補助金 

 ＊上松町住宅リフォーム補助金 

 ＊上松町太陽光発電システム等設置補助金 

 ＊高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業 

 ＊上松町空き家解体促進補助金 

 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

冬の生活について                                
                                                          

●寒さ対策について 
 上松町は豪雪地ではありませんが、冷え込みの厳しい地域で

す。水道管の凍結防止のため、外水栓については水抜きをし、

家屋内の水栓については不凍電熱線のコンセントをさし通電さ

せます。期間の目安は外気温が一桁になる11月下旬頃から3

月下旬くらいです。忘れると水道管が凍結し破裂します。修理

に時間と費用が掛かりますのでご注意ください。サーモスタット

のコンセントを間に挟むことで節電と差し込み忘れ防止効果が

あるようです。 

冬は暖房費を含め多少の電気代が増えますが、夏は夜にエア

コンを使う日が少なく節電になります。 

 

  

●空き家バンクについて 
 町では、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供され

た情報を集約し、町ホームページなどで公開することにより、上

松町に居住する方の住宅確保を支援する「空き家バンク」を運

用しています。 

 内覧など、所有者への取次ぎを希望する場合は、利用者登録

が必要になります。（物件情報の閲覧は、登録不要です。）ま

た、町内に所有する空き家の物件登録も、随時受付していま

す。 

 

◇関連のある補助制度 
 ＊上松町空き家片付け・改修促進補助金 

 ＊上松町空き家解体促進補助金 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 

お申込み・お問い合わせ 

地域振興課地域振興係 ５２－４804 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



〇不審な電話や訪問業者に注意しましょう。怪しいと思ったらはっきり断り、個人情報は教えないよう

にしましょう。もしも被害にあってしまったら、一人で悩まず相談しましょう。 

 

消費者相談に関する各種連絡先 

機関名 電話番号 相談時間 

消費者ホットライン 188 一部 IP 電話等からは接続できません 

平日はお近くの消費生活相談窓口、土日祝日は国民

生活センターへの接続となります。 

また、接続先の相談時間外はガイダンスが流れてい

ます 

長野県消費生活センター 0263-40-3660 月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始はお休みです） 

8 時 30 分～17 時 00 分 

国民生活センター 

お昼の消費生活相談 

03-3446-0999 月曜日~金曜日（土日祝日、年末年始はお休みです） 

11 時 00 分～13 時 00 分 

法テラス長野 0570-07-8327 月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始はお休みです） 

9 時 00 分～17 時 00 分 

公益社団法人  

全国消費生活相談員協会 

03-5614-0189 土曜日～日曜日（年末年始はお休みです） 

10 時 00 分～12 時 00 分 

13 時 00 分～16 時 00 分 

関東財務局長野財務事務所 

 

026-234-2970 月曜～金曜日（土日祝日、年末年始はお休みです） 

8 時 30 分～12 時 00 分 

13 時 00 分～16 時 30 分 

長野県弁護士会 

電話無料ガイド 

026-231-3031 月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始はお休みです） 

13 時 15 分～14 時 45 分 

長野県司法書士会 

無料電話法律相談 

（消費者・少額トラブル） 

026-233-4110 月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始はお休みです） 

12 時 00 分～14 時 00 分 

 

木曽警察署 0264-22-0110  

上松町役場  0264-52-2001  

 



子育て支援事業                              住民福祉課 保健衛生係（こども家庭センター） ０２６４－５２－２８２５ 

                                                                 教育委員会事務局 ０２６４－５２－４９００ / 子育て支援係 ０２６４－５２－２６４９ 

●妊娠から出産まで 
＊不妊治療助成事業 

 不妊治療費の一部を支援します。個別相談も実施します。 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊母子健康手帳交付時の健康相談 

 母子健康手帳をお渡しする際、妊娠・出産について不安なこ 

 と等の相談に保健師・管理栄養士が対応します。 

＊妊婦一般健康診査助成 

 母子健康手帳交付と同時に手続きをします。 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊母親学級 

 妊娠中の生活、出産準備、出産の経過、産後の生活、新生児  

 育児等の学習の場です。またお友達づくりの場にもなります。 

＊個別相談 

 妊娠から出産後までの不安や心配、悩み等の相談に随時個 

 別に応じています。産婦人科・小児科SNS相談も実施してい  

 ます。 

＊妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付 

 保健師が妊娠期や低年齢期の子育て家庭の相談に応じる  

 伴走型支援を行うとともに、妊婦のための支援給付金を給 

 付します。 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費支援 

  遠方の産科医療機関での妊婦健診の交通費支援 

  保健師が出産等の相談に応じるとともに、個別の状況に応じ 

 助成を行います。  

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊乳児健康診査(4ヶ月、１０ヶ月) 

 医師の診察、発育状況の確認及び支援、保健相談、栄養相 

 談、育児相談を行います。対象の方には個別通知します。 

＊乳幼児相談（３か月、７か月、１２か月、２歳） 

 保健相談、栄養相談、歯科相談、ことばの相談を行います。対  

 象の方には個別通知します。 

＊ブックスタート事業 

 ７ヶ月相談時に絵本を1冊プレゼントします。 

＊幼児健康診査(１歳半、３歳) 

 医師・歯科医師の診察、発育状況の確認及び支援、保健相 

 談、栄養相談、歯科相談、育児相談を行います。対象の方には  

 個別通知します。 

＊在宅育児世帯応援給付金 

 保育所を利用していない世帯へ給付金を支給します。 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊保育料無償化（３歳未満児含む） 

＊保育園給食費無償化 

＊５歳児健康相談 

 ５歳に達したお子さんを対象に、集団遊びや個別簡易検査を  

 実施し、保護者のみなさんとお子さんの成長や得意なこと、苦 

 手なことを確認しながら相談を行います。 

＊健康相談 

 随時希望者(個別)に、健康相談・栄養相談を行います。専門 

 機関、医療機関と連携した支援を行います。 

 

●出産から就学前まで 
＊出産祝い金の支給 

 お子さんの出産のお祝いとして、祝い金と商品券の支給をし 

 ます。（出生届提出時にご案内します。） 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊ハローウッド事業 

 お祝いの品として、木製の子ども用品をプレゼントします。   

 （出生届提出時にご案内します。） 

 問い合わせ：教育委員会事務局 子育て支援係 

＊乳児一般健康診査(１ヶ月健診)助成制度 

 医療機関で行う１ヶ月健診の個人負担金を助成します。（出 

 生届提出時に手続きをします。） 

＊新生児聴力検査助成制度 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊新生児訪問 

 病院から退院したお母さん・お子さんの健康相談に応じるた 

 めに、家庭訪問します。里帰り先が木曽郡内の場合、里帰り先 

 の町村で行うこともできます。希望により住民票がなくても家  

 庭訪問に応じています。対象の方には個別に連絡をします。 

＊離乳食講習会 

 お子さんの離乳食の進め方等について、支援・相談します。対

象の方には個別連絡します。 

＊子育て支援センタ  一時預かり無料券の配布 

 保育園を利用していない7ヵ月～3歳までのお子さんがいる 

 世帯に一時預かり無料券を配布します。 

 

 

●その他 
＊母子保健・栄養相談 

 妊婦さんから赤ちゃん、お子さん、ご家族の健康・子育てに関 

 する相談に保健師・管理栄養士が家庭訪問・面接・電話等で  

 応じます。 

＊発育・発達相談 

 言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・児童発達心理士・保 

 健師が、お子さんの発育・発達に関する相談に応じます。 

＊児童手当 

 ※詳細は、後出資料をご覧ください。 

＊予防接種 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊チャイルドシート購入費助成 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 

●学童期以降 
＊就学祝い金の支給 

＊セカンドブック・サードブック贈呈 

 小学校入学・中学校卒業時に1冊プレゼントします。 

＊小学校・中学校給食費無償化 

＊要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助 

＊遠距離通学児童生徒通学費補助 

＊夢チャレンジ支援事業（短期留学補助） 

＊中学校英語等検定料補助 

＊高校生通学費等助成事業 

＊私立高校等生徒奨学補助 

＊奨学金制度 

 ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 



子育て支援センター                                                          子育て支援センター    

                                                                                                               ０２６４－５２－２６４９       

*０歳児の乳児から就学前児童が対象となります。(おお 

 よそ生後７ヶ月頃から)※保育士にご相談ください。 

*一時預かりをご利用する場合は、事前に登録が必要です 

*予約は、希望する日の１ヶ月前から３日前までです。 

*特別な事情がある場合で、上記以外の時間帯に受け入れ 

 た時は１時間１００円加算されます。 

 

 子育て支援センターは、お子さんの健やかな成長を願い、保護者のみなさんが余裕を持って子育てが楽しめるよう、応援して

いきます。 

 親子で自由に遊んだり、育児の悩み・不安の意見交換をしてみませんか。 

 行事日程等は、お気軽に保育士にお尋ねください。 

 毎月子育て支援センター通信「たんぽぽ」を発行しています。育児のちょっとしたアドバイスなど参考にしてみてください。 

◇企画・行事 
 体操教室、親子であそぼうなど、年齢に合わせた行事を行い

ます。予定は毎月子育て支援センターが発行する通信「たんぽ

ぽ」をご覧ください。（町ホームページでもご確認いただけま

す。） 

 

◇育児相談 
 乳幼児期から思春期(中・高校生)のお子さんをお持ちのご家

族のみなさんの相談窓口です。子育て支援センターに来所さ

れなくても電話で相談をお受けします。 

 

◇子育てサークル支援 
 同じ歳の子どもをもつ親同士の集まり、その他子育てに関わ

る自主活動をするサークルにお部屋をお貸しします(要相談)。

サークル作りのお手伝いもします。 

●一時預かりについて 

 就労、急な用事、通院等で子どもをみて欲しい時、お子さんをお預かりします。 

 緊急時以外は事前に申し込みをお願いします。 

受入日 受入れ時間 対象児 
１時間の料金 

町民 町民外 

月曜日～金曜日 
８：３０～  

  １７：００ 

幼児 ２００円 ６００円 

乳児 ４００円  

土曜日 

(完全予約) 

９：００～ 

  １７：００ 

幼児 ４００円 ７５０円 

乳児 ６００円  

無料 ２，０００円 登録料 

＊一時預かり料金表 

◇子育て支援センター開放 
  センターの開放時間内に、親子または祖父母と孫等でお過  

 ごしください。 

  月に1度、ベビー開放もあります。親子交流の場としてお使い 

 ください。お友だちづくりの場にも最適です。 

  おもちゃや絵本、砂場もあります。 

  夏はプール遊びも楽しめます。 

*利用料金は、利用日に現金で納めていただきます。 

*お子さんの体調が悪い時は利用を控えてください。 

*時間の変更、キャンセルの場合は早めに連絡してください。 

*持ち物には記名をしてください。 

*町内在住で保育園・託児所を利用していない７ヵ月～3歳ま 

 でのお子さんがいる世帯に一時預かり無料券（200円券を 

 年間8枚）配布します。 



保育園                                                   教育委員会事務局 子育て支援係 ０２６４－５２－４９００ 

                                                                                                     上松保育園   ０２６４－５２－２０８６ 

●保育園とは 
 保護者が家庭でお子さんを十分に保育できない時、保護者

にかわって保育する児童福祉施設です。 

 上松保育園は子育て支援センターと共に、上松町の子育て支

援の拠点としての役割を担っています。 

◇保育園の一日 

◇入園手続について 
 毎年４月から入園を希望される方については、前年の１１月頃

に開催する入園説明会に参加し、申し込み関係書類を期日ま

でに提出してください。 

 審査後、要保育に該当する方は２月中に１日入園のご案内を

送付します。１日入園では、園についての詳しい説明があるの

でご参加ください。 

 

◇年度途中の入園を希望される方 
 上松町へ転入され、就労・病気等により家庭で保育ができな

い場合、年度途中で入園を希望される方は、教育委員会事務

局子育て支援係へ連絡をしてください。 

 定員に余裕があり審査後、要保育に該当する場合は利用決

定通知書を送付します。 

 入園前に保育園へお子さんと出向いていただき、持ち物等の

詳しい説明をお聞きください。 

 保護者が家庭で十分に保育できない時とは・・・ 

＊保護者が昼間、家庭の外で仕事をしている 

＊保護者が昼間、家庭で家事以外の仕事をしている 

＊死亡などにより、保護者がいない 

＊保護者が出産の前後、病気や心身に障がいがある 

＊家庭で長期にわたる病人や、心身に障がいのある人の

看護に当たっている場合 

＊災害や風水害などで家屋を失ったり、破損したため復

旧に当たっている 

開門 ７時３０分 

早朝保育〔希望保育〕 ７時３０分～８時３０分 

通常保育（平日） ８時３０分～１６時３０分 

      ８時３０分～  登園、保育、活動 

     １１時３０分～  昼食 

     １２時３０分～  お昼寝準備・お昼寝 

     １４時３０分～  おやつ 

     １５時３０分～  順次降園 

長時間保育〔希望保育〕 １６時３０分～１９時 

土曜日保育〔希望保育〕 平日と同様時間・混合保育 

◇目標とする子どもの姿 
 ①元気に友達と遊ぶ子ども 

 ②自分のことは自分でできる子ども 

 ③じょうぶで体力のある子ども 

 ④思いやりのある子ども 

 ⑤自然に関心を向けることができる子ども 

 ⑥友だちと協力したり、自分の考えを話したり、 

  表現できる子ども 

 

◇保育園の年間行事 
 ４月 入園式、保護者総会、年長歯科指導 

 ５月 春の遠足、交通安全教室、個別懇談会 

 ６月 内科健診、歯科検診、参観日、年長歯科指導 

 ７月 年中歯科指導 

 ８月 夏期保育、カレー作り、年長赤沢遠足 

 ９月 

10月 運動会、秋の遠足、内科健診、年少歯科指導 

      祖父母参観日 

11月 焼き芋会、年長親子バス遠足 

12月 クリスマス会、餅つき会、参観日 

 １月  

 ２月 おたのしみ会 

 ３月 卒園保護者会、お別れ会、卒園式 

小学校・中学校                                                              教育委員会事務局 

                                                                                                                 ０２６４－５２－４９００ 

●小・中学校の転入出について 
 手続等のお問い合わせは、上松町教育委員会事務局までお願いします。 

 

上
松
小
学
校 

 

上
松
中
学
校 



対象児 *共働き家庭または一人親家庭 

       *保護者が病気療養中の家庭 

       *上記家庭で高齢者に子どもをみてもらっている    

       *在宅介護中の家庭 

        上松小学校・木曽養護学校の児童・生徒が対象にな

ります。 

開 設 日 毎週月曜日～金曜日、土曜日（閉所日あり） 

         ※臨時休校の場合でも原則的に開設します。 

         ※夏休み・冬休み・春休みも開設しています。 

          （お盆・年末年始は休み) 

開設時間 平日：下校時～１９時 （18時30分までにお迎え） 

         土曜日：8時～18時 

         学校休校日：８時～１９時          

費 用    保険料：１０００円  (保護者会費１００円を含む) 

         利用料（日額）：平日 200円 

                       土曜日、休校日 500円 

         ※土曜、休校日の利用料には食事代を含みます。 

         ※遠足など行事により実費の集金あり。 

対 象 児  上松小学校全児童 

開 設 日  平日授業のある日の放課後 

         (終業式や卒業式の日はお休みです) 

         夏休み・春休み期間中の４～５日 

開設時間 授業日：授業終了後～１７時30分 

         長期休業：９時～１２時 

                 （行事内容により１６時頃まで） 

活動場所 上松小学校内余裕教室、体育館、校庭、社会体育館 

費 用    保険料：１人5００円 

         利用料：無料 

         ※ただし、行事によっては実費をいただきます。 

 

その他の子育て支援                                                  教育委員会事務局 子育て支援係 

                                                                                                     ０２６４－５２－２６４９ 

運営団体 教育委員会 子育て支援係 ５２－２６４９ 

         きっころ(木心)直通 ５２－２５５８ 

スタッフ  地域学校協働活動推進員、教育活動推進員、 

         特別支援サポーター、教育活動サポーター 

申し込み 申込書に保険料を添えて、教育委員会事務局 

         子育て支援係へ提出してください。 

        （申込用紙は教育委員会事務局子育て支援係にあ 

         ります。） 

●放課後子ども教室 きっころ(木心) 
 子どもが帰宅しても近所に遊び相手がいなかったり、安心して遊ぶことができる場所が少なくなってきているため、全児童を対  

 象として、安全で安心して遊ぶことができる放課後の居場所を提供しています。 

 運動や工作、自由遊びを通じて異年齢の交流も行っています。 

●放課後児童クラブ おひさまクラブ 
  昼間(放課後)家庭に保護者がいない児童の放課後の保育を行います。 

運営団体 ＮＰＯ法人上松町こども未来会議 

     〒399-5607 上松町小川１８１４ 

     ＴＥＬ：５２－３３９５      

申し込み【在学中の児童】随時おひさまクラブへ申込み 

    【新１年生の児童】２月の就学前教育時に 

             説明会を開催ののち申込み 

対 象 児 上松町在住の小学生～高校生 

          上記対象児のうち、学習や生活習慣のサポートな   

          ど、計画的に支援を受けたい方 

開 設 日 毎週月曜日～土曜日 

開設時間 平日：１０時～１９時 

         学校休校日：８時～１９時 

費 用    保険料：８００円 

●子ども第三の居場所 
  令和５年度よりＢ＆Ｇ財団からの助成を受け、子ども第三の居場所を開設しています。 

  学習・生活支援を充実させた子育て世帯のサポートを行います。 

運営団体 ＮＰＯ法人上松町こども未来会議 

         〒399-5607 上松町小川１８１４ 

          ＴＥＬ：５２－３３９５      

申し込み 教育委員会事務局子育て支援係（健康増進 

         センター内）へお問い合わせください。 



児 童 手 当 
 

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健

やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。 

児童手当を受けるためには請求手続が必要です。原則として、請求があった月の翌月分

から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等（以下「事実発生日」といいます。）

が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から１５日以内であれば、

請求した月分から支給します。 

請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。 

 

●  対象者（受給者となる方）  

上松町内に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している方（父母や未成年後見人等）。父母がともに
養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方（主に所得の高い方）が受給者となります。 

※ 父母が海外に居住している場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、
その方（父母指定者）に支給します。 

※ 父母、未成年後見人又は父母指定者以外でも、児童を養育している方が受給者となる場合があり
ます。 

※ 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があ
ります。 

※ 施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。 

※ 公務員の方は、勤務先で請求手続を行う必要があります。勤務先にお問い合わせください。 

●   支給対象となる児童  

原則として、日本国内に居住している高校生年代（１８歳に達する日以後最初の３月３１日）までの児童。 

※ 留学のため海外に居住している児童も対象となる場合がありますので、担当係にお問い合わせく
ださい。 

●   支給額  
 

児童の年齢 
児童手当の額（１人あたり月額） 

第１子・第２子 第３子 

３歳未満 １５，０００円 
３０，０００円 

３歳から高校生年代 １０，０００円 

 
【第３子以降の加算について】 

手当の支給対象は高校生年代までの児童ですが、子の人数を数える場合は、受給者に 

経済的負担がある２２歳年度末（２２歳到達後、最初の３月３１日まで）までの子を数え、第３子以降

の加算は高校生年代まで受けられます。 

ただし、第３子以降の加算を受けられる方で、１８歳年度末から２２歳年度末までの子を監護に相当

する世話等をし、その生計費を負担している場合は、別途「監護相当・生計費負担の確認書」の届出

が必要となります。 

●   支給時期  

請求手続の際に指定された請求者名義の口座に、原則として、偶数月（８月、１０月、１２月、２月、
４月、６月）に、それぞれの前月までの手当を振り込みます。支給日は１０日頃です。 
※ 支給日が金融機関休業日の場合は、その前営業日になります。 

（例）６月の支給日には４～５月分の手当を支給します。 

支給月 ８月 １０月 １２月 ２月 ４月 ６月 

支給対象の
手当 

６～７月分 ８～９月分 １０～１１月分 １２～１月分 ２～３月分 ４～５月分 



●  手当の支給を受けるとき  

手当を受けるためには請求手続が必要です（※１）原則として、請求があった日の属する月の翌月分

から支給します。ただし、事実発生日の翌日から１５日以内に請求手続を行えば、事実発生日の属する月

の翌月分から支給を受けることができます。 

主な事由 必要書類 

児童が生まれたとき ・認定請求書（※２） 
・請求者名義の普通預金（貯金）の通帳 
又はキャッシュカード等の写し 

・請求者の健康保険証等の写し（※３） 
・請求者の個人番号確認書類 
・請求者の身元確認書類 

受給者が他の市町村から転入したとき 

児童を養育したとき（受給者を変更するとき） 

受給者が公務員でなくなったとき 

※１ 支払口座は請求者名義のものに限ります。配偶者や子ども名義の口座には支払できません。 
※２ 世帯状況等に応じて、上記以外にも書類を提出いただく場合があります。 
※３ 認定請求書に請求者・配偶者等のマイナンバーの記入が必要となります。 
※４ 健康保険証の写しを提出いただく際、請求者の健康保険の種類によっては、年金加入証明書が必

要となります。詳しくは、新規認定請求書の裏面をご覧ください。請求書類は役場受付窓口、担
当係で配布しています。 

※  公務員の方は、勤務先で請求手続を行ってください。なお、雇用形態により上松町への請求手

続が必要となる場合がありますので、必ず勤務先に確認してください。 

●   現況届  

令和４年度分から児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出

は不要です。 

【現況届の提出が必要な方】 

・ＤＶ（配偶者からの暴力等）により、住民票の所在地が上松町と異なる方 

・戸籍や住民票がない支給要件児童を養育されている方 

・離婚協議中で配偶者と別居されている方 

・その他、上松町から提出の案内があった方 

※ 現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、８月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童

の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。 

※ 現況届の提出がない場合には、８月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 

●  手当の支給が終わるとき  

手当の受給要件を満たさなくなったときは手続が必要となります。手当の支給は、支給事由の消滅

した日の属する月で終了します。 

手当の受給資格がないにもかかわらず、手当を受給した場合は、受給された金額を返納していただ

くことになりますので、手続の必要な方は速やかに届出をしてください。 

主な事由 必要書類 

児童が１８歳到達日以後最初の３月３１日を迎えたとき 手続は不要です。 

児童を養育しなくなったとき（離婚、拘禁等） ・受給事由消滅届 
※同様式は役場受付窓口、担当係で配布して
います。 

受給者がお亡くなりになったとき（※５） 

受給者が上松町外に転出したとき（※６） 

受給者が公務員になったとき（※７） 

※５ 支払うべき手当に未支払があるときは児童に未支払分の手当を支給しますので、未支払請求書
を提出してください。新たに受給者となる養育者は、認定請求手続が必要です。 

※６ 上松町外に転出される方で、引き続き手当の受給要件に該当する場合は、転出予定日の翌日

から起算して１５日以内に転出先の市町村で手当の請求手続をしてください。 
※７ 公務員に採用され、勤務先からの支給に変わる場合は、勤務先に請求するとともに、上松町

に受給事由消滅届の届出をしてください。 
※ その他にも手続きが必要となる場合があります。（住所、氏名、健康保険・年金の変更等） 

問い合わせ先：教育委員会事務局子育て支援係【上松町役場内２Ｆ ６番窓口】 

電話：０２６４－５２－４９００ 
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 市町村と県による協働電子図書館運営委員会  

 

市町村と県による協働電子図書館 

 

 
 

 

 

 
 

当室の利用者カードで 

かんたんにお手続きできます。 
 

上松町にお住いのみなさまは 

上松町公民館図書室 カウンターへ 
火～金９：３０～１８：３０  土・日・祝９：３０～１６：３０ 

TEL０２６４（５２）２１１１  
 

 

本人確認ができるもの（運転免

許証・保険証・マイナンバーカー

ド・学生証等）をご持参ください 

図書室のタブレットでも

ご覧いただけます 



成人保健サービス                                                         住民福祉課 保健衛生係 

                                                                                                             ０２６４ー５２－２８２５ 

健診等 該当者 主な内容 

国保特定健診 40歳～74歳までの 

町国保加入者 
身体測定、血圧、診察、尿検査、血液検査、心電図、眼底検査 

特定保健指導 該当者にお知らせしま

す 
保健師・管理栄養士による特定健診後の保健指導 

ヘルスケア健診 20歳～39歳までの方 
身体測定、血圧、診察、尿検査、血液検査、心電図、眼底検査 

成人歯科健診 20歳以上の方 

 
歯科診察、歯科相談 

肝炎検査 20歳以上で受けたこと

のない方 
血液検査（Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎） 

後期高齢者健診   

     （※） 

75歳以上の方 

 
身体測定、血圧、診察、尿検査、血液検査、心電図 

がん検診等 該当者 主な内容 

胃検診 50歳～74歳の男性・女性 胃Ｘ線撮影(バリウム検査) 

大腸がん検診 40歳以上の男性・女性 便潜血反応検査（２日間） 

肺がん検診 40歳以上の男性・女性 ヘリカルＣＴ撮影 

子宮頸がん検診 20歳～74歳の女性 子宮頚部細胞検査 

乳房検診(マンモグラフィ) 40歳～74歳の女性 マンモグラフィ撮影 

乳房検診(超音波検診) 30歳～74歳の女性 超音波検査 

前立腺がん検診 50歳以上の男性 血液検査 

結核検診 65歳以上の男性・女性 胸部Ｘ線撮影 

骨検診 20歳以上の男性・女性 骨密度測定 

◇町集団健診・がん検診 

 ・詳しい検診日程等は、保健衛生係（５２－２８２５）にお問い合わせください。 

    ※後期高齢者健診については、福祉係（５２－５５５０）にお問い合わせください。 

 ・健康に関する相談に保健師・管理栄養士が随時応じます。 

 ・健康相談日(月１回)があります。 

  ※補助制度についての詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

◇その他の助成事業 
  ＊人間ドック助成事業 

  ＊高齢者インフルエンザ助成 

  ＊高齢者コロナワクチン助成 

  ＊高齢者肺炎球菌予防接種助成 

  ＊高齢者帯状疱疹予防接種助成 

  ＊アピアランスケア助成 

  ＊帯状疱疹予防接種助成 

  

  ※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 



障がい者福祉                                                               住民福祉課 福祉係 

                                                                                                                 ０２６４－５２－５５５０ 

●障がい者福祉 
 障がいのある方のために、さまざまな福祉制度があります。障

がいの内容、等級、所得状況によっては対象とならない場合も

ありますので、事前に福祉係にご相談ください。 

 

手帳交付の申請を受け付けます 
 障がいのある方が各種制度を利用するのに必要な手帳【身

体障害者手帳、療育手帳(知的障がい)、精神障害者保健福

祉手帳】障がいの内容・程度によって、各種割引(高速道路・有

料道路の通行料金、公共交通機関運賃、携帯電話使用料な

ど)や、税金・自動車税が控除・減免となる場合もあります。 

 

◇手当制度 
＊特別児童扶養手当の支給 

 精神または身体に障がいのある満20歳未満の在宅の児童を

養育している方に対し、長野県から支給されます。 

＊特別障害者手帳・障害児福祉手当の支給 

 日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の重

度障がい者(児)に対し、長野県から支給されます。 

 

◇医療 
＊自立支援医療による医療費の給付 

 身体の障がいの除去や程度を軽くするために必要な医療

(18歳未満は育成医療、18歳以上は更生医療)と、精神疾患

による通院治療(精神通院医療)を対象とし、自己支払費用分

の一部を公費で負担します。 

 

◇一時的な介護 
 障がい者(児)が家庭において介護を受ける事ができず、一時

的に介護を必要とする場合に、介護または保護をします。 

 

◇障害福祉サービス・児童福祉法サービス 

 障がい者や難病患者が地域で自立した生活ができるよう、障

がい種別に関係なく必要と考えられるさまざまなサービスを受

けられる制度です。相談に応じて、サービス利用の計画を立て、

支給を行います。 

 

 

◇補助・助成制度 

＊補装具の給付 

 身体障がい者の失われた身体機能や損傷のある身体機能

を補うための補装具(補聴器、車イス、義肢装具など)の購入・

修理費の一部を助成します。 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊日常生活用具の給付 

 重度身体障がい者に対し、障がい内容に応じた日常生活用

具の購入費を助成します。（自己負担額は、課税状況により異

なります。） 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊手話通訳者派遣 

 聴覚および音声・言語障がい者に対し、手話通訳者、要約筆

記者を派遣します。 

＊ＮＨＫ受信料の減免 

 障がい内容に応じ、障がい者を対象とした減免があります。 

＊軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 

 １８歳未満の身体障がい者手帳交付対象外児童で、医師が

補聴器が必要と認めた者 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊障害者自動車運転免許取得及び自動車改造費助成 

 障害者手帳所持者に対し、助成します。 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

＊タクシー利用料金の助成（高齢者等交通費助成事業） 

 交通手段を持たない身体障害者手帳1～3級の方がタク

シーを利用した場合、費用の一部を助成します。 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 

＊移送サービス（詳細は後出、高齢者福祉ページ参照） 

＊配食サービス（詳細は後出、高齢者福祉ページ参照） 

●福祉医療費給付事業 
 乳幼児・児童、心身障がい者、母子・父子家庭における療養

費の全部又は一部を支給することにより、健康の向上と福祉

の増進を図る制度です。 

 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 
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◇その他 
＊生活支援ハウス運営事業 

内 容 ：介護支援機能、居住機能及び交流機能を提供し、 

       高齢者が安心して生活ができるように支援 

       ２人用１部屋 １人用４部屋 

対象者：６０歳以上の一人暮らし又は夫婦のみの世帯 

利用料：0～50,000円/月(収入状況等により決定) 

 

◇補助・助成制度 

＊補聴器購入費用助成事業 

  聴力の低下を補うため補聴器を購入した場合に費用の一

部を助成。 

＊介護機器貸出及び購入・貸与費用助成事業 

  介護保険では対応していない介護機器の貸与費・購入費

の一部を助成 

＊介護用品の支給事業 

  オムツ、パットの購入費を助成 

＊高齢者等交通費(タクシー)助成事業 

  タクシーを利用した場合に費用の一部を助成 

＊上松町運転免許証自主返納支援事業 

  運転免許証の自主返納をされた方に、タクシー券又はｅ－カ

エルポイントを給付 

＊特殊詐欺防止装置購入費補助金交付事業 

  特殊詐欺、迷惑電話対策機能を有する装置の購入した場

合費用の一部を助成。 

＊高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業 

  段差解消や手すり設置等の改修を行う場合に助成 

  

※補助制度の詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧くださ

い。 

 

 

 

 

●高齢者福祉 
 

◇在宅福祉サービス 
 上松町に居住する高齢者及び障がい者ならびにその家族等

に対し、各種サービスを提供することにより、自立と生活の質

の確保をするとともに生きがいや健康づくり活動の支援を行

います。 

＊軽度生活援助サービス 

内 容 ：軽易な日常生活上の援助(外出支援、食事支援、 

       安否確認、家事援助など) 

対象者：概ね６５歳以上の高齢者 

利用料：３０分 2００円 

実施者：社会福祉法人上松町社会福祉協議会  52-3560 

       NPO法人おてつだいネットワーク木曽  52-2433 

       NPO法人福祉ネットワーク木曽 050-2006-2377 

＊生きがい活動支援通所サービス 

内 容 ：日常生活動作訓練や趣味活動等、各種講座を 

       こまくさ、おぎ、地区集会所で開催 

対象者：概ね６０歳以上の高齢者 

利用料：２時間200円/回 ４時間300円/回 他材料費 

実施者：NPO法人おてつだいネットワーク木曽 52-2433 

       NPO法人福祉ネットワーク木曽 050-2006-2377 

＊移送サービス 

内 容 ：公共交通機関(電車、バス、タクシー等)が利用困難 

       な者について福祉車両により外出の支援を行う 

対象者：次のいずれかに該当する者の中で介助なしに移動が 

       困難な者 

        ・身体障害者福祉法に規定される身体障がい者 

        ・介護保険法による要介護認定を受けている者 

        ・その他下肢が不自由など障がいを有する者 

         （上松町社会福祉協議会に登録が必要） 

利用料：400円～4,000円 (一般、低所得、透析患者、移動 

       地域ごとで異なります。) 

実施者：社会福祉法人上松町社会福祉協議会 52-3560 

＊配食サービス 

内 容 ：栄養のバランスのとれた昼食及び夕食を提供します。 

対象者：調理が困難な高齢者、障がい者等 

利用料： 

【まごころ弁当】（火曜日・金曜日の昼食） 

 ・お弁当410円、おかずのみ360円 

【宅配弁当サービス結】（月曜～金曜日の昼食と夕食） 

 ・昼食 お弁当518円、おかずのみ464円（税別） 

 ・夕食 お弁当626円、おかずのみ572円（税別） 

  ※特別食は上記に＋50円がかかります。 

実施者：社会福祉法人上松町社会福祉協議会 52-3560 

＊緊急通報体制整備事業 

内 容 ：緊急通報装置の設置により不安を抱える高齢者の 

       急病、災害等において迅速な対応を図る 

対象者：概ね６５歳以上の高齢者 

利用料：５００円/月 

実施者：ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート(株) 
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◇一般予防事業 

＊地区健康教室 

内 容 ：保健師、栄養士等が地区の集会所において料理教室

や健康指導を行います。(年１回） 

対象者：中・高齢者 

利用料：４００円/回 

＊運動教室 

＜脳を元気にする楽しい運動教室＞ 

内 容 ：健康づくりのための筋力アップや転倒予防のための

健康体操を行います。町内を送迎車が巡回します。 

対象者：概ね６５歳以上の方 

       ゆうゆうクラブに入会が必要です。 

利用料：ゆうゆうクラブの入会で利用料は無料です。 

＜上松運動教室＞ 

内 容：転倒予防や体力向上を目的としてストレッチ、軽運動

健康体操など実施。   必要な方は送迎します。 

対象者：概ね６５歳以上の方 

利用料：20０円/回 

＊健康教育事業 

内 容 ：こまくさ、おぎ、地区集会所等において生活習慣病や

介護予防に関する健康教室を行います。 

対象者：どなたでもご参加いただけます。 

利用料：2００円/回 

＊赤沢運動教室 

内 容：日本三大美林のひとつ「赤沢自然休養林」でノルディッ

クポール等を使ったウォーキング教室 

対象者：シニアクラブ加入者 

利用料：2００円/回 

＊安否確認 

内 容 ：宅配弁当をお届けするときに関係機関と連携し、配達

員がお元気かどうか、週2回程度確認。 

対象者：概ね６５歳以上の者で安否確認が必要な者 

利用料：無料 （弁当代別途） 

＊地区サロン 

内 容 ：社会福祉協議会では、各地区の集会所で体操やお茶

会、趣味活動などのサロン活動の支援を行っていま

す。自分たちの地域でも行いたい場合はご相談くだ

さい。 

 

※事業の利用についての問い合わせ・ご相談は、上松町地域

包括支援センター（住民福祉課福祉係）までお願いします。

０２６４－５２－５５５０ 

●地域支援事業 
 介護保険法の規定に基づき、上松町の被保険者が要介護状

態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合

でも自立した生活ができるように介護予防事業、一般予防事

業により支援しています。 

 

◇介護予防事業 
＊運動教室 

＜筋力アップ教室＞ 

内 容 ：膝や腰の痛みに配慮しながら筋力低下予防や体力向

上を目的とした運動、ストレッチ等を実施。必要な方

は送迎します。 

対象者：事業対象者、要支援1，2の方 

利用料：２5０円/回 

＊脳はつらつ教室 

内 容 ：軽運動やレクリエーションなどを通じて認知の予防を

しましょう。必要な方は送迎します。 

対象者：認知症を予防したい方、物忘れなどが気になる方等。 

利用料：2００円/回 

＊高齢者訪問指導 

内 容：歯科衛生士、栄養士、保健師等による健康に関する相

談に伺います。 

対象者：健康について相談したい方 

利用料：無料 

＊生活管理短期宿泊事業 

内 容 ：養護老人ホームに一時的に入所し、日常生活での基

本的な生活習慣等の支援・指導を行い、要介護状態

にならないように予防します。 

対象者：日常生活において一時的に支援が必要な方 

利用料：2,000円/日 
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●介護保険  

 誰もが介護が必要になっても安心して、自分らしく生活できる

暮らしを望んでいます。 

 高齢化が進み、家族だけで介護することは難しくなっていま

す。そこで、こうした介護という問題をお互いに助け合い社会全

体で支えあうためにつくられた制度です。介護保険は福祉・医

療・保健のサービスを総合的に利用することができます。 

 

◇介護保険制度のあらまし 
  被保険者(加入者)  40歳以上の人 

＊サービスが受けられる人 

 ・65歳以上の方(第１号被保険者) 常に介護を必要とする状  

  態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態 

  (要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。 

 ・40歳から64歳までの方(第２号被保険者) 初老期の認知 

  症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護 

  状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 

 

◇介護サービスを受けるまでの手続きの流れ 

(１)申請します 

   介護や支援が必要になったら住民福祉課福祉係へ申請し 

   ます。 

(２)訪問調査を受けます 

   町の職員が訪問調査を行い、身体機能や日常生活動作や 

   医療に関することについて調査票に記入します。 

(３)主治医意見書 

   町からかかりつけの医師に意見書を依頼します。 

(４)一次判定 

   主治医意見書、訪問調査の結果をコンピュータにかけた結 

   果が一次判定結果になります。 

(５)介護認定審査会による審査判定 

   保険、医療、福祉の専門家が「一次判定結果」「訪問調 

   査のとき記入した特別事項」「主治医意見書」をもとに、 

   どのくらい介護が必要か判定します。 

   認定有効期間終了時には見直しがあります。なお、有効期 

   間は、状態等により６ヶ月から2年間です。 

(６)要介護認定 

   申請から原則30日以内に、文書で認定結果が通知されま 

   す。 

(７)ケアプランの作成  

   認定を受けた方は、居宅介護支援事業所に居宅サービス 

   計画(ケアプラン)の作成を依頼し、居宅介護支援事業所か 

   らケアマネジャーが訪問し、本人や家族の希望を聞きなが 

   ら利用限度額に応じてケアプランを作成します。ケアマネ   

   ジャーはサービス事業者との連絡調整も行います。 

(８)サービスを利用する  

   サービス計画にそって介護サービスを利用します。 

   利用料は、所得に応じて１割～３割が自己負担になります。 

地域包括支援センター（上松町役場 1階) 

 住み慣れた地域でその人らしく生活を送れるよう、保健、

介護、福祉、医療の各分野で連携し、支援を行うための総

合相談窓口です。生活の困りごとや、介護に関すること等、

お気軽にご相談ください。   電話：０２６４-５２－５５５０ 
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●社会福祉施設  

 高齢者などの介護予防や生きがい対策の推進及び、心身の

健康保持、生活の安定、福祉の向上と推進を図るため各種施

設が整備されています。 

 

◇いきいき広場こまくさ 
 高齢者向けの趣味活動や講座を開催しています。 

 当番者がいますので、バスの待ち時間やお話など気軽にお越

しください。 

 申込書の提出により会議や行事などにご利用いただけます。  

 空き状況など事前にお問い合わせ下さい。 

 

開館時間 平日 ９時～１６時 

休 館 日  月・水・土・日・祝日・お盆・年末年始 

利 用 料  １時間 ５００円  

連 絡 先  **５２－２４３３ 

◇ふれあい交流広場おぎ 
 高齢者向けの趣味活動や講座を開催しています。 

 当番者がいますので、バスの待ち時間やお話など気軽にお越

しください。 

 申込書の提出により会議や行事、趣味活動などにご利用いた

だけます。空き状況など事前にお問い合わせ下さい。 

 

開館時間 平日 ９時～１６時 

休 館 日  月・水・土・日・祝日・お盆・年末年始 

利 用 料  １時間 ５００円  

         ３０分を超えた場合は切り上げ 

         暖房を使用したときは３０％の加算 

連 絡 先 **５２－２４３３（いきいき広場こまくさ） 

◇老人憩いの家 
 申込書の提出により会議や行事などにご利用いただけます。

空き状況など事前にお問い合わせ下さい。 

 

利 用 料 １時間 ５００円  

        ３０分を超えた場合は切り上げ 

        暖房を使用したときは３０％の加算 

連 絡 先 ５２－５５５０(住民福祉課 福祉係) 

◇ひのきの里総合福祉センター 
                    （健康増進センター向い) 

 福祉に関する団体の事務所や高齢者の生活を支援するため

の居住スペースとして生活支援ハウス等があります。 

 

開館時間 平日 ８時３０分～１７時１５分 

休 館 日  土・日・祝日・年末年始 

 

  １階 上松町生活支援ハウス 

  ２階 上松町社会福祉協議会 ５２-３５６０ 

      木曽障がい者総合支援センター ５２-２４９４ 

 

◇上松町陶芸センター 
 上松町陶芸クラブの方が陶芸活動をしています。 

 活動を希望される方はお問合せ下さい。 

 連 絡 先  ５２－５５５０(住民福祉課 福祉係) 
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●国民健康保険について 
 職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や

生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入

して被保険者になります。次のようなときは、加入や喪失の届け

が必要になりますので、１４日以内に手続きをしてください。 

＊届出が遅れると・・・ 

 加入の届出が遅れると、加入時までさかのぼって保険税を納

めることになったり、医療費が全額自己負担になったりします。

また、やめる届出が遅れると国保が負担した医療費をあとで返

していただくことになりますのでご注意ください。 

＊資格確認書・資格情報のお知らせ 

 令和６年１２月２日から従来の保険証は発行されなくなりまし

たが、マイナ保険証（健康保険証としての利用登録がされたマ

イナンバーカード）をお持ちでない方には、申請いただくことな

く「資格確認書」が交付されます。 

 マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を確認で

きる資格情報のお知らせを交付します。 

 

◇自己負担割合 
 医療費の自己負担割合は、次の通りです。 

※現役並み所得者とは、７０歳以上７５歳未満の国保加入者の

うち、住民税課税所得が１４５万円以上の人(現役並み所得者

本人)が１人でも同世帯にいる人のことです。 

 

◇高額療養費制度 
 自己負担額が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分

があとから高額療養費として支給されます。該当になる方に

「高額療養費支給申請書」を送付しますので、申請書がお手

元に届きましたら申請手続きをしてください。(領収書のコピー

を添付してください。)ただし入院などの場合に事前に「限度額

適用認定証」の交付を受けて医療機関へ提示すると、窓口で

の支払は限度額までになります。 

 

◇国民健康保険の給付について 

＊出産育児一時金の支給 

 被保険者が出産したときに支給されます。原則として国保か

ら医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。妊娠１２週

(８５日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。直接支

払制度を利用しないことを選択することもできますが、その場合

は町への申請が必要です。 

＊葬祭費の支給 

 被保険者が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に葬

祭費として５万円が支給されます。 

 

＊療養費の給付 
 次のような場合には、費用の全額を自己負担したときでも、申

請によって審査で認められれば自己負担割合を除く額があと

で支給されます。預金通帳および下記の書類をお持ちくださ

い。 

小学校入学前 ２割 

小学校入学後～７０歳未満 ３割 

７０歳以上７５歳未満 ２割または３割(現役並み所

得者) 

こんなとき 申請に必要なもの 

事故や急病で、やむを得ず保

険証を持たず治療を受けたと

き 

病院等の診療報酬明細書、

領収書 

医師が治療上必要と認めたコ

ルセット(補装具)などを購入し

たとき 

医師の診断書または意見書、

領収書 

骨折やねんざなどで国保を

扱っていない柔道整復師の施

術をうけたとき 

施術明細書、領収書 

医師の同意を得て、針・灸、

マッサージなどの施術をうけた

とき 

医師の同意書、診療内容が

わかる領収書 

海外渡航中に診療をうけたと

き 

診療内容明細書、領収書お

よびそれらの翻訳文 

◇人間ドック受診補助について 
 被保険者が人間ドックを受診すると年１回を限度として健診

料金の７０％以内で助成限度額までの金額が支給されます。た

だし、同じ年度内に町が実施する特定健診を受診した方につ

いては、特定健診料を除いた額を助成金として支給します。申

請する場合は、人間ドックを受ける前に届出をし、受診後助成

金の請求をしてください。なお、保険税に滞納がある方には支

給されません。 

○国保（３５歳以上）と後期高齢者医療の加入者 

 

 

 

健診の種類 助成限度額 

１日ドック ３０，０００円 

１泊２日ドック ４５，０００円 

脳ドック ２５，０００円 

がん検診（肺、大腸、

胃、すい臓） 

２０，０００円 

（２種類同時の場合、３０，０００円） 



●後期高齢者医療について 

 長野県内の市町村で構成する「長野県後期高齢者医療広域

連合」が保険者となり、保険料率の決定、医療費の給付などを

行います。保険料の徴収事務と申請書の受付などの窓口業務

は町で行います。 

 

＊加入者（被保険者） 

 長野県内にお住まいの次の方が加入者になります。 

 ・７５歳以上の方 

 ・６５歳以上７５歳未満の方で、一定程度の障がいがある方

（申請により、広域連合の認定を受けた方） 

＊資格の取得 

 ・７５歳になったとき（７５歳の誕生日当日から） 

  （７５歳になったときの加入手続きは不要です。） 

 ・７５歳以上の方が県外から転入してきたとき 

 ・６５歳以上７５歳未満の方が、広域連合により一定の障がい

があると認定されたとき 

＊資格の喪失 

 ・死亡したとき 

 ・６５歳以上７５歳未満の方が、一定の障がいの状態に該当し

なくなったとき、または申請を取り下げる旨の申し出があった

とき 

 ・適用除外に該当したとき(生活保護の開始など） 

 

 こんなとき 届出に必要なもの（本人確認書類(運転免許証など)＋下記） 

加
入 

転入したとき 転入前の市区町村の転出証明書 

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書 

職場の健康保険の扶養からはずれたとき 健康保険の被扶養者でなくなった証明書 

子どもが生まれたとき 母子健康手帳 

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 

外国籍の人が加入するとき 在留カード 

喪
失 

転出するとき 資格確認書 

職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ(未交付の場合

は加入したことを証明するもの) 
職場の健康保険の被扶養者になったとき 

死亡したとき 死亡を証明するもの、資格確認書 

生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、資格確認書 

外国籍の人がやめるとき 在留カード、資格確認書 

そ
の
他 

町内で住所がかわったとき 

資格確認書 世帯が分かれたり一緒になったりしたとき 

世帯主や氏名がかわったとき 

修学のため別に住所を定めるとき 在学証明書、資格確認書 

保険証等をなくしたり、汚れて使えないとき 使えなくなった資格確認書 

◇保険料 
 保険料は、被保険者１人１人に納めていただきます。１人当た

りの保険料額は、被保険者全員にご負担いただく部分(均等割

額)と被保険者の所得に応じてご負担いただく部分(所得割

額)の合計額になります。 

＊保険料の納め方 

 特別徴収(年金からの天引きによる納付)と普通徴収(口座振

替又は納付書による納付)のどちらかになりますが、年金の受

給額、保険料額等によって決定します。 

①特別徴収 

 対象者：年金が年額１８万円以上の方 

       ※介護保険料との合計額が年金額の２分の１を超え

る場合は対象になりません。 

 納め方：年金支払い月に差し引かれます。 

②普通徴収 

 対象者：年金が１８万円未満の方、介護保険料との合計額が

年金額の２分の１を超える方 

 納め方：納入通知書または口座振替にて納付します。 
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＊資格確認書  

 令和６年１２月２日から従来の保険証は発行されなくなりまし

たが、マイナ保険証（健康保険証としての利用登録をしたマイ

ナンバーカード）をお持ちでない方には、申請いただくことなく

「資格確認書」が交付されます。 
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●国民年金について 

 国民年金は、日本国内に住所を有する２０歳から６０歳未満

のすべての人が加入するもので、老齢・障がい・死亡により「基

礎年金」を支給し、経済的な支えを行うことを目的としていま

す。 

＊国民年金加入者の種類 

 ・第１号被保険者：自営業、学生、無職の人など 

 ・第２号被保険者：会社員、公務員など厚生年金・共済組合

加入者 

 ・第３号被保険者：第２号被保険者に扶養されている配偶者 

 

◇国民年金の加入手続き 
 こんなときは届出が必要です。 

 ・２０歳になったとき（すでに厚生年金・共済組合に加入してい

る方を除く）誕生日から概ね２週間以内に「基礎年金番号

通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料

納付書」、「免除申請書」などが送付されます。約２週間程

度経過しても届かない場合は、役場１階２番窓口（厚生係）

で加入の手続きをしてください。 

 ・会社、官庁をやめたとき 

 ・第３号被保険者の配偶者(第２号被保険者)が退職したと

き、または扶養ではなくなったとき 

 ・海外から転入してきたとき(厚生年金・共済組合に加入中の

方を除く) 

*手続きに必要なもの 

 ・本人確認書類 

 ・退職日、喪失日の確認できる書類(会社をやめたとき、扶養

ではなくなったとき) 

 ・パスポート(海外から転入してきたとき) 

※マイナポータルを利用した加入手続きや保険料免除の電子   

  申請もできます。日本年金機構のホームページをご覧くださ 

  い。 

 

◇国民年金保険料 
 国民年金の第１号被保険者は自分で保険料を納めます。加

入すると日本年金機構から納付書が送付されますので、納付

期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンススト

アで納めてください。その他に口座振替、クレジット納付、電子

納付（スマートフォン決済等）も取扱っています。 

 まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。 

※未納のままにしてしまうと、将来年金を受けられなくなる場合

がありますので、必ず納付期限までに納めてください。 

＊付加年金保険料 

 定額の保険料に月額400円をあわせて納めると、受給する老

齢基礎年金を増やすことができます。ただし、国民年金基金に

加入している方は、付加年金保険料を納めることはできませ

ん。 

 

◇年金を受給するときの手続き 
 老齢基礎年金は受給資格期間を満たした方が通常６５歳か

ら生涯にわたり受け取れる年金です。６５歳から老齢基礎年金

を受け取れる権利が発生する方には、６５歳の誕生日の３カ月

前に日本年金機構から年金請求書が送られます。手続きは誕

生日の前日からできます。 

※受給資格期間を満たしていれば、ご希望により６０歳以降、  

  受け取り年齢を早めること(繰り上げ)も遅くすること(繰り下 

  げ)もできます。ただし、繰り上げした場合は年金受給額が減  

  額されます。 

【提出先】 

 ・国民年金第１号のみに加入していた方は役場厚生係 

                                      （１階２番窓口） 

 ・第２号、３号の加入期間がある方は松本年金事務所 

※必要なものは、手続される方の状況によって違いますので、 

  松本年金事務所 電話０２６３－２５－８１００（自動音声案 

  内）にお問い合わせください。 

 

◇障がい者になったとき 
 障害基礎年金の申請は役場１階２番窓口（厚生係）へお問い

合わせください。※国民年金加入中に初診日があるなどの受

給要件があります。 

 

◇受給者が亡くなられたとき 
 年金を受給されている方が亡くなられた時は、必ず死亡届の

提出および未支給年金の請求をしてください。未支給年金は

生計同一関係があった親族(順位は①配偶者②子③父母④

孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他３親等以内の親族)が請求す

ることができます。いない場合は、死亡届のみの提出になりま

す。他に遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などが請求で

きる場合があります。 

番号制度がはじまりました 
 申請書や届出書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必

要です。「マイナンバー(個人番号)カード」や、「通知カード」

またはマイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確

認書類をお持ちください。 

＊国民年金保険料免除 

 国民年金の第１号被保険者で、経済的に保険料を納めること

が困難な人には、前年所得状況などに応じて免除または納付

猶予される制度があります。免除等された期間は、年金を受け

るための期間に算入されますが、受給する年金額は減額されま

す。未納のままにしておくと障がいや死亡といった不慮の事態

が発生したときに障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられな

い場合や、将来的に老齢基礎年金を受けられない場合があり

ますのでご注意ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●有害鳥獣駆除事業について 
 上松町では鳥獣による農林水産業等の被害を防止すべく、

鳥獣被害防止特措法に基づき上松町鳥獣被害対策実施隊を

設置しています。 

◇有害鳥獣駆除の基本実施要件 
【ニホンザル・ニホンジカ・イノシシ・ハクビシン等】 

 農地を電気柵・防護網・防護柵等の設置により防除している

ことが前提となります。防除しているにも関わらず野生加害鳥

獣による侵入・被害が発生している場合、檻・わなの設置を行

います。(現場の状況によってはこの限りではありませんので、

ご相談ください。) 

※現地確認のうえ、防除体制が万全で無い場合は、捕獲檻の

設置前に農地周辺の環境整備・防除対策についてご提案させ

ていただくこともありますので、ご理解をお願いいたします。 

【ツキノワグマ】 

 農地や住居周辺に頻繁にツキノワグマが出没し、農作物等の

被害が発生している・人身等に被害の恐れがある場合は、現

地の状況により県に許可をいただいた後、クマ捕獲用のドラム

缶檻を設置します。 

※現地の状況により捕獲檻の設置等時間を要する場合もあり

ますので、ご理解をお願いいたします。 
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◇サルの被害を防いでいくために 
 近年、町内のニホンザルの出没頻度は増加傾向にあります。

ニホンザルは農作物を荒らしたりする有害鳥獣ですが、森の生

態系の重要な一員です。特徴をよく知り、サルの近寄らないよ

う工夫するなど、うまく「棲み分け」ていくことが大切です。 

＊生態・身体能力 

 ・群れを形成し、ほぼ決まった範囲内を移動します。群れ単位

でのナワバリ意識はありますが、個々のナワバリは持ちませ

ん。 

 ・五感は人間とほぼ同じ。そのため多くの情報は目で集めてお

り、主に活動するのは日中です。 

 ・サルは賢いと言われますが、良いのは「記憶力」です。おいし

いエサの場所・出会っても怖くない人はすぐに覚えます。しか

し、サル同士協力して作業をすることはできません。 

 ・雑食性で主に昆虫・野菜・きのこ類を食べます。一旦味を覚

えると固執するため、農地を餌場と認識するとしつこくやって

きます。 

＊サルを集落に近寄らせないために 

 ・生ごみ、残飯、廃果等はすぐ片付け、お墓へのお供え物は持

ち帰りましょう。また、利用しない柿や栗は出来る限り伐りま

しょう。未利用果樹の伐採要望がありましたら、ご相談くださ

い。 

 ・サルの特性に合わせた防護柵で農地を守り、収穫した作物

はサルに見つからないようにしましょう。またサルがあまり好

まない作物(えごま等)を農地の外周に植えることも効果的と

されています。 

 ・集落内、集落と山林の境のやぶは刈り払い、逃げ隠れ場所

になっている立木はできるだけ伐りましょう。 

 

◇ツキノワグマの出没に注意してください 
 ツキノワグマは昼夜を問わず活動しますが、特に朝夕の薄暗

い時間帯に盛んに活動しています。レジャーや作業、山菜・キノ

コ狩りなどで山林内に立ち入られる際は、十分に注意して行動

してください。クマによる被害を防ぐ最大のポイントは“クマに遭

わないこと”です。山際の耕地や道路、森林内では十分気を付

けていただき、クマとの遭遇を未然に防ぎましょう。 

＊クマに出会わないようにするために 

 ・朝夕はクマの活動が活発になることから、散歩等での森林

内への立入りや林縁部(森林の周辺部)への外出、山際の

農地作業はなるべく避けましょう。 

 ・鈴や笛を鳴らしたり、ラジオをつけるようにして周囲の状況に

気を配りましょう。 

 ・養蜂の飼養、早生の果樹類や飼料作物(特にトウモロコシ)

などの食害されやすい農作物の生産に当たっては、電気柵

などを設置する等の対策が必要です。 

・生ごみや放置された農作物・果樹等は誘引源となります。

適切な処分・埋設等をお願いします。 

＊子連れのクマに注意してください 

 小グマを連れている母グマは非常に神経質になっています。

子グマを見かけても、近くには必ず母グマがいるので、絶対に

近づかないようにしましょう。 

●遊休荒廃地対策について 
 上松町では、農業振興及び遊休荒廃地対策、獣害対策など

を目的とし、特産品である「えごま」を地域のコア資源と位置付

け、えごまの生産拡大を推進しています。 

 えごまは、比較的養分の乏しい土地でも問題なく育ち、えごま

特有の匂いをサルやいのししが嫌うことから獣害に遭いにくい

作物と言われています。 

 上松町内でえごまを生産し、上松町特産品開発センターへ出

荷した場合に奨励金を交付します。 

 

＊上松町えごま生産奨励金 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 

 

 

◇関連のある補助制度 
 ＊有害鳥獣被害防止対策事業補助金 

 ＊狩猟免許取得補助金 

※詳細は、巻末の「補助制度一覧」をご覧ください。 



制度名 対象者 事業内容　【申請方法】 担当係

上松町
（UIJターン）
就業・創業移住
支援事業補助金

（Ａ）と（Ｂ）を満たしている方

（Ａ）移住に関する要件
・通算５年以上、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知
県・大阪府に在住し、かつ就労及び大学等への通学期間（就労＋
通学の合算期間）が５年以上であること。
・当支援金の申請日から５年以上、上松町に居住する意思を有す
ること。

（Ｂ）就業に関する要件
○「一般」コース
・長野県の「移住支援金対象求人サイト（マッチングサイト）」
に掲載されている企業に新規雇用として就業すること。
・当該企業に5年以上勤務する意思を有すること。

○「関係人口コース」
・上松町より関係人口として認定を受けていること
（認定要件：「過去に上松町に住んでいた」「上松の学校に通学
していた」「上松町にふるさと納税をしたことがある」等）
・本社か本店が長野県内にある企業に新規雇用として就業するこ
と（官公庁やみなし大企業等をのぞく）。
・当該企業に5年以上勤務する意思を有すること。

　※ほか各種条件・コースあり

対象者へ支援金を交付

　単身世帯：　60　万円

　2人以上世帯：　100　万円
 
　また、18歳未満のお子さんがいる場合、
　一人につき　100　万円を加算
   (上限3人分まで)

【「上松町に転入」＋「該当する企業に就職してか
ら3か月経過」⇒申請】

※支給要件が複雑なため事前相談をおすすめしてい
ます。

企画政策係
0264-52-4901

役場窓口 ７番

上松町おかえり
支援金

（A）のいずれかを満たし（B）の全てを満たしている方

（A）
□過去に上松町に住民票があった。
□上松町外にある大学、短大、専門学校（以下、大学等）に通学
し、その間、住民票を上松町から異動していなかった。
□過去に上松町における生活実態があり、第３者等の証言等によ
り、それを証明できる。
□上松町民（５年以上居住している方）の３親等内の血族にあた
る（例、祖父母や叔父・叔母等が上松町民）。

（B）
□令和６年１月１日以降に上松町へ転入、または本町外にある大
学等を卒業している。
□上松町へ住民票を移す直前の２年以上連続して本町外に在住、
または上松町外の大学等へ２年間通学していた。
□申請日時点で３９歳以下である。
□申請日時点で上松町民となっている（住民票が上松町にあ
る）。
□申請日から５年以上,上松町へ定住する意思があり、確約でき
る。
□「上松町（UIJターン）就業・創業移住支援事業補助金」の受給
対象者ではない。

申請者に対して下記の額を支給
【転入日または大学等の卒業日から6カ月以内に申請】

　　現　金　20万円
　　商品券　　５万円分

地域振興係
0264-52-4804

役場窓口８番

上松町奨学金
返済支援補助金

□大学院、大学、短大、専門学校の在学中に奨学金の貸付を受け
ていた。
□令和6年4月1日以降から奨学金の返済を開始し、申請者本人が
申請日時点で遅延なく返済を行っている。
□１回目の申請日時点で３５歳以下である。
□申請日時点で上松町民となっている
□申請日から５年以上、上松町へ定住する意思があり、確約でき
る。
□令和６年３月１日以降に以下のいずれかに該当し、５年以上継
続する意思がある。
（ア）「通勤圏内※」にある事業所に就職した.
        （人事異動や一時的な出向等は除く）
（イ）上松町内で起業した。
（ウ）上松町内で第１次産業（農業・林業・漁業）を始めた。
（エ）上松町内を生活拠点としてテレワークを開始した。
（オ）自らの意思で移住し、上松町を生活拠点として引続き移住
前の業務を行っている。
□公務員ではない。

※「通勤圏内」…木曽地域、松本地域、上伊那地域、南信州地
域、岐阜県中津川市及び恵那市

　年間最大２０万円を補助
　（1,000円未満は切捨）

ひとりにつき5回（各年度に1回）まで申請ができ
るため、5年間続けて申請をした場合、最大100万
円の補助を受けることができます。

【前年度に返済した奨学金に関する資料を整え、4
月～6月末の間に申請】

企画政策係
0264-52-4901

役場窓口 ７番

ウェルカム祝い金 お子さん（中学生以下）連れで上松町へ転入
した世帯

対象者へ町内で使える商品券を支給
【転入後に申請】
　転入児童
　　1名　　　30,000　円
　　2名　　　50,000　円
　　3名以上　70,000　円

子育て支援係
0264-52-4900

役場窓口　６番

上松町の補助制度一覧（R8.4時点）
上松町で実施している各補助制度の概要です。
各制度の詳細・申請につきましては、各担当までお問合せ下さい。

※掲載されている内容のほか、細かな支給要件や定められた申請期間、また予算の限りがある場合があります。
要件に該当するか等、申請前に必ず各担当へご確認ください。

移住やUターンをお考えの方へ

※予算に限りがあります
必ず事前協議を行ってください



制度名 対象者 事業内容 担当係

空き家片付け事業 空き家バンク登録物件の所有者または相続人

空き家バンク登録物件の家財道具等の搬出及び処
分、清掃等にかかる経費を補助【事前申請】

　上限10万円

空き家改修事業
空き家バンク登録物件の購入または賃貸の契
約を締結された方

空き家バンク登録物件の改修工事にかかる経費を補
助【事前申請】

・台所、浴室、便所、または洗面設備の改修
・電気、ガスまたは上下水道設備の改修
　（下水道への接続工事は対象外）
・天井、壁紙または床面仕上げ等の内装の改修
・屋根または外壁等の外装の改修

　上限50万円　補助率1/2

空き家解体事業
空き家の所有者または相続人
もしくは空き家が建っている敷地の所有者

空き家の解体工事にかかる経費を補助
【事前申請】
※解体跡地の処分計画（「駐車場にする」等）が必
要
　上限50万円　補助率1/2

既存住宅耐震
補強補助金

住宅の耐震補強を実施する方

昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅について、
耐震診断の結果、総合評点数が1.0未満の住宅を、総合評点
が0.7以上かつ工事前の総合評点数を上回る工事にかかる経
費について補助【事前申請】

　上限115万円

危機管理係
0264-52-4902

役場窓口　10番

上松町住宅
リフォーム補助金

上松町内に居住、または住宅リフォーム後に
町内に居住し、かつ上松町木造住宅推進協議
会会員による施工を行う方

工事費の一部を助成【事前申請】

　上限40万円　補助率1/10

上松町木造住宅
新築等補助金

上松町内に居住、または住宅建築後に町内に
居住し、かつ上松町木造住宅推進協議会会員
による施工を行う方

町内に住宅を新築あるいは全面改築する方に補助金
を交付【事前申請】

　上限50万円　床面積3.3㎡につき1万円

上松町木造住宅新築
等建築用木曽ヒノキ材

提供事業

建設資材の一部に木曽ヒノキを利用して新築
あるいは改築する方

上松町木造住宅新築等補助金の交付要綱による住宅
に木曽ヒノキ材分を補助【事前申請】

　上限30万円

高齢者（ア）・障害者
（イ）にやさしい
住宅改良促進事業

世帯の所得税が８万円以下の世帯で、
（ア）要支援・要介護認定または身体障害者手帳１～３級の
方
（イ）６５歳未満の身体障碍者手帳１～６級の方。（４～６
級の方は独居もしくは常時介護する者がいない者）

段差解消や手すりの設置等の改修を行う方へ補助
【事前申請】
※介護保険、障害者地域生活支援事業での補助を除
いた額
　上限70万円　補助率9/10

福祉係
0264-52-5550

役場窓口　３番

制度名 対象者 事業内容 担当係

浄化槽設置 浄化槽整備区域内

浄化槽整備区域内の専用住宅に合併浄化槽を設置す
る経費に対して補助【事前申請】
・5人槽：332,000円
・6～7人槽 ：414,000円
・8人槽以上：548,000円

上下水道係
0264-52-4803

役場窓口　９番

住宅の新築や空き家のリフォーム・解体をお考えの方へ

地域振興係
0264-52-4804

役場窓口 8番

浄化槽の接続・設置をお考えの方へ

地域振興係
0264-52-4804

役場窓口　８番

空き家バンクの登録・利用申請は、
企画政策係までお問合せ下さい！

※予算に限りがあります
必ず事前協議を行ってください

※予算に限りがあります
必ず事前協議を行ってください



制度名 対象者 事業内容 担当係

上松町結婚祝金

以下の全ての要件に該当する夫婦

・令和５年4月1日以降に入籍している
・夫婦双方が上松町の住民であり、祝金の申請をし
た日から5年以上、上松町に居住する意思を持ち、
確約できる
・町税等に滞納がない
・過去に夫婦のどちらかが、この祝金の支給を受け
ていない

申請のあった夫婦に対して下記の額を支給
【婚姻日から6カ月以内に申請】

　１組につき
　　現　金　20万円
　　商品券　　５万円分

上松町結婚
新生活支援補助金

以下の全ての要件に該当する夫婦

・令和５年３月１日以降に入籍している
・夫婦双方が上松町の住民であり、補助金の申請を
した日から5年以上、上松町に居住する意思を持
ち、確約できる
・夫婦双方が入籍日において39歳以下
・夫婦の合計所得（夫婦の奨学金年間返済額合計を
控除した額）が500万円未満。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない
・過去に夫婦のどちらかが、この補助金を受けてい
ない
・町税等に滞納がない
・夫婦の双方が申請年度にライフデザイン講座等の
受講をしていること。
・夫婦の双方が暴力団員でないこと。

➀住居費

（婚姻を機に支払った住宅の新築費用、購入費用、
賃借料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等）

②引越費用

（転居先住宅への引越しに伴い支払った引越業者・
運送業者への支払費用）

③リフォーム費用

（婚姻を機に住宅をリフォームした工事費用）

対象期間内に支払われた①～③の合計額に対し、

上限３０万円を補助
（夫婦がともに29歳以下の場合は60万円）

【入籍した年度の３月末までに申請】
※申請前に事前相談をお願いします。

制度名 対象者 事業内容 担当係

不妊治療助成事業

以下のすべてに該当する夫婦
・不妊治療を実施している方
　（詳しくはご相談ください）
・夫婦とも上松町に１年以上住所がある方

左記の条件に該当する夫婦に対して助成
【事前申請】

　年３０万円まで（自己負担の1/2以内）

妊婦健診・
産後健診・

新生児聴力検査
助成事業

妊婦・産婦・新生児

妊娠中の健康診査、産後の健康診査及び新生児聴力
検査の助成【事前申請】
　
　妊婦健診　14回　　　超音波検診　4回
　産婦健診　2回　　　　新生児聴力検査　1回

遠方の分娩施設への
交通費及び宿泊費支

援事業

住所地（里帰り先）から最も近い分娩施設が
30分以上等の妊婦

遠方の分娩施設で出産される妊婦へ交通費の助成と
宿泊費の助成
宿泊費は家族等の同泊宿泊代も１名分補助
【詳しくは母子手帳発行時にご説明します。申請必
要】

遠方の産科医療機関
での妊婦健診の交通

費支援事業

住所地（里帰り先）から最も近い妊婦健診実
施産科医療機関が60分以上等の妊婦

遠方の産科医療機関で妊婦健診をされる妊婦へ交通
費の助成
【詳しくは母子手帳発行時にご説明します。申請必
要】

RSウイルス感染症
に対する母子免疫ワ

クチン定期接種

妊娠28週～36週の妊婦
（該当者には係よりお知らせします）

予防接種をした方へ全額助成
【全額助成】

妊婦のための給付事
業

妊婦

伴走型相談支援とともに妊婦のための給付金を給付
【事前申請】

　　妊娠届出時の面接後　５万円
　　新生児訪問等の面接後　5万円×こどもの人数

結婚をされた方へ

企画政策係
0264-52-4901

役場窓口 ７番

妊娠、出産をひかえている方・子育てをされている世帯の方へ

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番



出産祝い金
給付事業

６か月以上、上松町に居住している親から誕
生した赤ちゃん

赤ちゃんの誕生を祝うため、祝い金と上松町商品券
を給付【赤ちゃんの出生後に申請】
　現金
　　１児　　　10万円
　商品券
　　第１子：３万円分　　第２子：５万円分
　　第３子以上：７万円分

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番

ハローウッド事業 出生した子ども
出生した子どもへの祝い品（5000円相当の木工製
品）の贈呈【赤ちゃんの出生後に申請】

子育て支援係
0264-52-4900

役場窓口　６番

チャイルドシート
購入助成金

子育て世代の内6歳未満のお子さんの為に新
しくチャイルドシートを購入した世帯

新規のチャイルドシートの購入の費用についての補
助
6歳未満のお子さん1人1回【事前申請】
　上限　１万円

子育て支援センター
0264-52-2649

福祉医療費
給付事業

・0歳から18歳到達の年度末までの子ども
（所得制限なし）

・ひとり親世帯の方（所得制限あり）

該当する方がかかった医療費について全額助成（保
険対象外の費用は除く）

福祉係
0264-52-5550

役場窓口　３番

在宅育児世
帯応援給付金

満１歳から満３歳に達する年度までの幼児を
家庭で子育てする世帯（保育所を利用してい
ない世帯）

子育て環境の充実を目的として、保育所を利用して
いない世帯へ給付金を支給【事前申請】
　
　１か月　１万円

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番

子育て支援センター
一時預かり無料券支給

生後７ヵ月から３歳までの乳幼児を家庭で子
育てしている世帯（保育所・職場の託児所を
利用していない世帯）

子育て支援センターの一時預かり※の無料券（1時
間200円分）を1人のお子さんに対し8枚(各年度に
１回)支給

【利用希望日の3日前までに申込】
　※一時預かりの金額
　　1歳未満：１時間400円
　　1歳以上：１時間200円

子育て支援センター
0264-52-2649

保育料3歳未満児
無償化

3歳未満児にかかる保育料の徴収を行わない
【申請不要】

　全額公費負担

保育料３歳児以上
無償化（国制度）

国の制度に沿って保育料の徴収
を行わない【申請不要】

　全額公費負担

保育園給食費
無償化

学校給食に係る調理、加工費及び材料
代の徴収を行わない【申請不要】

　全額公費負担

こども誰でも通園
制度

6カ月から満3歳未満の未就園児
親の就労要件を問わず6カ月から満3歳未満の未就
園児が月10時間まで保育施設を利用できる新制度
です。

子育て支援係
0264-52-4900

役場窓口　６番

保育園児の保護者



就学祝い金 小学校・中学校に入学するお子さんの保護者

小学校・中学校に入学するお子さんの保護者に、町で使える商品券
を支給
【教育委員会から配布する様式により申請】
小学校入学　１万円分商品券
中学校入学　３万円分商品券

要保護及び準要保護児童
生徒就学援助費補助

経済的な理由により就学が困難と認められる保護者
に対して就学援助費を支給【事前申請】
学用品、通学用品、修学旅行費、PTA会費等

遠距離通学児童
生徒通学費補助

公共交通機関が利用できず遠距離通学を行っている
小学生、中学生の保護者【事前申請】
　距離×日数×通学相当燃料代

小学校・中学校
給食費無償化

学校給食に係る調理、加工費及び材料代の徴収を行
わない
【申請不要】
　全額公費負担

夢チャレンジ支援事業
（短期留学補助）

中学生または高校生の保護者

海外への語学研修等を行う中学生または高校生の費
用の一部を支援【事前申請】

　限度額10万円　補助率１/２以内

中学校英語等
検定料補助

中学生
中学生の英語、数学、漢字検定の検定料の助成

　検定料の全額を公費負担

高校生通学費等
助成事業

高校生の保護者

経済的支援として、高校生の通学定期代等の助成を
行う

　通学定期代等の１/２　上限45,000円

私立高等学校等
生徒奨学補助

私立学校に在籍の生徒の保護者

私立学校等に在学する生徒の奨学と保護者の負担の
軽減のため補助を行う

　生徒１人につき年額２万円

奨学金制度 高校生、大学生等

就学の支援として奨学金の貸付を行う
　貸付額
　　高校生　月額２万円　大学生等　月額３万円
　　入学一時金

制度名 対象者 事業内容 担当係

小児インフルエンザ
6か月～18歳
（高校3年生に該当する学年）

1回1,000円助成
（満15歳または満18歳の方は2,000円）

　【申請必要】

制度名 対象者 事業内容 担当係

人間ドック
助成事業

国民健康保険被保険者のうち35歳以上の方と
後期高齢者医療被保険者の方

人間ドックとがん検診の受診にかかる費用を助成
（町が実施する特定健診と人間ドック等を重複して受けた方
は、人間ドック助成金から特定健診分を控除）

人間ドックと脳ドックとがん検診（肺、大腸、胃、膵臓）の
基本部分について7割を助成

上限：1日ドック30,000円
　　　2日ドック45,000円
　　　　脳ドック25,000円
　　　　がん検診20,000円
　　　　　※同時に2種類の場合30,000円　併用不可

1日ドック、2日ドック、脳ドック、がん検診のいずれかを
年度内に１回助成【事前申請】

厚生係
0264-52-4802

役場窓口　２番

国保特定健診 国民健康保険被保険者のうち４０歳～７４歳
の方

ヘルスケア健診 20歳～40歳未満の方で、職場や病院等で健
康診断を受ける機会のない方

後期高齢者健診 後期高齢者医療被保険者の方
後期高齢者健診の受診に係る費用を全額助成
【健診予約された方に適用】

福祉係
0264-52-5550

役場窓口　3番

総務教育係
0264-52-4900

役場窓口　６番

小学生、中学生の保護者

お子さんの予防接種を受けられる方へ

小児予防接種助成事業

【ロタウィルス、B型肝炎、小児
肺炎球菌、５種混合、ヒブ、不活
化ポリオワクチン、BCG、日本
脳炎、麻疹・風疹混合、麻疹、風
疹、二種混合（DT）、子宮頸が
ん】

各該当の年齢に達したお子さん
（該当時期になりましたら係よりお知らせい
たします）

予防接種をした方へ全額助成
【申請不要】 保健衛生係

0264-52-2825

役場窓口　３番

人間ドックや各種健診を受けられる方へ

特定健診の受診にかかる費用を全額助成
【健診予約された方に適用】

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番



前立腺がん検診 50歳以上の男性
集団健診を受診した方へ自己負担分（500円）以外
を助成　　1人当たり1,760円
【健診予約された方に適用】

Ｃ型肝炎ウイルス検査
20歳以上で今までに肝炎ウイルス検査を受け
ていない方

集団検診を受診した方へ全額助成
1人当たり1,980円
【健診予約された方に適用】

50～74歳の方
集団検診を受診した方へ自己負担（1,000円）
以外を助成
【検診アンケート記入者に適用】

年内に50、60歳になる方
（節目検診対象者）

集団検診を受診した方へ全額助成
【申請不要】

40歳以上の方
集団検診を受診した方へ自己負担（500円）以外を
助成
【検診アンケート記入者に適用】

年度内に41、51、61歳になる方
（節目検診対象者）

集団検診を受診した方へ全額助成
【申請不要】

乳がん検診
（超音波エコー検査）

30～74歳の女性
集団検診を受診した方へ自己負担（1,000円）
以外を助成
【検診アンケート記入者に適用】

40～74歳の女性
集団検診を受診した方へ自己負担（2,000円）
以外を助成
【検診アンケート記入者に適用】

年内に41、51、61歳になる女性
（節目検診対象者）

集団検診または個別検診を受診した方へ全額助成
【申請不要】

20～74歳の女性
集団検診を受診した方へ自己負担（1,000円）以外
を助成
【検診アンケート記入者に適用】

年度内に21、31、41歳になる女性
（節目検診対象者）

集団検診または個別検診を受診した方へ全額助成
【申請不要】

40歳以上の方
集団検診を受診した方へ自己負担（2,000円）以外
を助成
【検診予約された方に適用】

年度内に40、50、60歳になる方
（節目検診対象者）

集団検診を受診した方へ全額助成
【検診予約された方に適用】

結核検診 65歳以上の方
集団検診を受診した方へ全額助成
【申請不要】

アピアランスケア助成 がん患者の内、医療用補正具等を購入した方
補正器具等にかかる費用に対して助成
一回２万円まで　（自己負担の１/2以内）
【購入後申請】

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番

胃がん検診

大腸がん検診

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番

乳がん検診
（マンモグラフィ検査）

子宮頸がん検査

胸部ラセンCT検診



制度名 対象者 事業内容 担当係

高齢者
インフルエンザ助成

①65歳以上の方でインフルエンザ予防接種の
希望者
②75歳以上の方で高容量インフルエンザ予防
接種の希望者

インフルエンザ予防接種をした場合
①2,000円の助成を行う。
②5,000円の助成を行う。
（①②とも生活保護の場合は全額助成を行う）
【原則申請不要】

高齢者肺炎球菌
予防接種助成

当年度65歳の方
高齢者肺炎球菌予防接種をした場合5,000円の助成
を行う（生涯１回）【申請不要】

帯状疱疹
予防接種助成（定期

接種）

当年度65・70・75・80・85・90・95
歳・１００歳の方

帯状疱疹予防接種をした場合以下の助成を行う。
乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回限り 4,000円
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回限り 10,000円
【申請不要】

帯状疱疹
予防接種助成（任意

接種）

50歳以上の方で帯状疱疹予防接種の希望者
（定期接種以外の方）

帯状疱疹予防接種をした場合以下の助成を行う。
乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回限り 3,000円
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回限り 6,000円
【要申請】

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番

新型コロナワクチン
予防接種助成

65歳以上の方で新型コロナワクチン予防接種
の希望者

新型コロナワクチン予防接種をした場合5,000円の
助成を行う【申請不要】

特殊詐欺、迷惑電話
対策電話機購入補助

65歳以上のみで構成される高齢者の世帯

特殊詐欺、迷惑電話対策の機能を有する装置の購入
費について助成【要申請】

　購入費の1/2を補助　上限6,000円

介護機器
購入費助成

概ね65歳以上の高齢者で介護機器を必要とす
る者。ただし、購入品の一部については所得
制限があります。

介護保険で対応していない福祉機器の貸与や購入費について
貸与または、購入費について助成【要申請】

貸与品・・吸引器、見守り機器等
購入費・・自動消火器、火災警報装置、福祉電話、発電機、
蓄電器（人工呼吸器、痰吸引器等の電気福祉機器ご利用の
方）、パルスオキシメーター等
貸与・購入費の8割を助成

高齢者補聴器
購入費助成事業

概ね65歳以上の高齢者で以下の全てに該当する方
①聴覚障害の身体障害者手帳を所持していない方
②耳鼻咽喉科の医師により、聴力低下のため日常生活に支障
があり、補聴器の使用が必要であると証明された方
③両耳聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満である
方

助成を受けるためには医師の証明等が必要です。購
入前に福祉係へご連絡下さい。
　上限　30,000円
　（購入費が3万円以内の場合は購入額を助成）

介護用品支給事業
在宅で要介護4以上の方を介護する介護者
（要介護者の介護保険料段階が１～５段階の
方）

紙おむつ、パットの購入費を助成
【要申請】
　上限　　年60,000円（月額5,000円）

居宅介護住宅改修
（介護保険）

要介護・要支援の認定を受けた方

生活環境を整えるための住宅改修について受託改修
費を支給（手すりの設置、段差解消、便座の取替
等）【要申請】
　上限20万円　費用の7割～9割を助成
　※介護保険所得割合に応じて変わります

福祉用具
購入費助成

（介護保険）
要介護・要支援の認定を受けた方

福福祉用具の購入費について助成（ポータブルトイ
レ、入浴補助用具、移動用リフトなど）【要申請】
　上限年間10万円　費用の7割～9割を助成
　※介護保険所得割合に応じて変わります

高齢者福祉

保健衛生係
0264-52-2825

役場窓口　３番

福祉係
0264-52-5550

役場窓口　３番

福祉係
0264-52-5550
（包括支援センター）

役場窓口　３番



制度名 対象者 事業内容 担当係

福祉医療費
給付事業

・身体障がい者手帳１～3級の方
・療育手帳の所持者
・精神障がい者手帳所持者
・65歳以上の国民年金別表該当者
（各手帳の級により所得制限あり）

該当する方がかかった医療費について全額助
成（保険対象外の費用は除く）

軽度・中等度難聴
児補聴器購入費

助成事業

次のいずれにも該当する者
・県内に在住する18歳未満の軽度・中等度難
聴児
・聴力レベルが身体障碍害者手帳の交付対象
外であること
・一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学
会が指定した県内に所在する精密聴力検査機
関の専門医により補聴器の装用が必要である
と診断されていること

補聴器及びそれに付随する電池やイヤーモー
ルドなどの購入費を助成【要申請】
以下に定める基準額又は、補聴器の購入にか
かった費用のいずれか低い額の３分の２の額

・軽度・中等度等難聴用耳かけ型補聴器：46,400
円
・骨導式ポケット型補聴器：74,100円
・骨導式眼鏡型補聴器：126,900円

障害者自動車運転免
許取得及び自動
車改造費の助成

障害手帳所持者

自動車運転免許の取得にかかる費用、自動車運転す
るために必要な自動車の改造に要する経費を助成
【要申請】
　10万円を限度に助成

補装具の給付

障がい者や難病の方を対象（ただし、障害の種
別や程度によって、給付できる用具が異なりま
す。）65歳以上の方で介護保険の給付対象と
なる用具については対象となりません。

装着することにより失われた身体の一部、あるいは
機能を補完する補装具の購入等について給付【要申
請】
(補聴器、車いす、遮光レンズ、上下肢装具等)

障害者日常生活
用具給付事業

重度障がい者や難病の方を対象（ただし、障害
の種別や程度によって、給付できる用具が異なりま
す。）65歳以上の方で介護保険の給付対象と
なる用具については対象となりません。

日常生活の便宜や自立支援に資する日常生活用具の
給付または貸与【要申請】

（ストーマ装具、携帯用会話補助装置、杖、移動用
リフト、視覚障碍者用文書読み上げ装置等)

障がい者福祉

福祉係
0264-52-5550

役場窓口　３番

福祉係
0264-52-5550

役場窓口　３番



制度名 対象者 事業内容 担当係

上松町
コミュニティバス
減免利用乗車証

・要支援、要介護認定を受けている方及びそ
の介護者
・身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育
手帳をお持ちの方
及びその介護者
・生活保護法の規定による生活保護を受けて
いる方

上松町コミュニティバスを利用した際、「減免利用
乗車証」の交付により乗車料金が半額減免となりま
す。【要申請】

※希望される方は、ご本人のみ顔写真（縦3.5㎝、
横2.5㎝）が必要。

コミュニティ交通
タクシー利用補助

・75歳以上の者
・70歳以上で自動車運転免許を保有しない者
・指定の地域に居住し運転免許を所有しない者また
は自動車を所有しない者または運転頻度の少ない者

タクシーを利用した際、ポイントカードに運賃総額
を200で除した数（端数切捨て）のスタンプを押印
し、スタンプが１５ポイントに達したら650円分の
タクシー乗車券として利用できる。（おんたけタク
シー、木曽交通）【要申請】

カード1枚につき650円（発行上限なし）

高齢者等交通費
の助成事業

生活保護世帯、身体障害者手帳１～3級所持
者、65歳以上の高齢者で外出時にバスの利用
が困難な者、バス停まで徒歩で行くことがで
きない者

下肢等が不自由な左記の者にタクシー券を助成する
ことで、外出の機会を提供する。【要申請】
1枚650円の助成券を一人につき年間36枚まで給
付

福祉係
0264-52-5550

役場窓口　３番

上松町運転免許証
自主返納支援事業

上松町に住民票を有し、平成18年4月1日以
降に運転免許証を自主返納された方

※令和5年4月10日以降に自主返納された方
は、返納した日、または運転経歴証明書取得
日から１年以内に申請が必要です。

タクシ－券13,000円分（650円券20枚）または
e-カエルポイント13,000P

※　１人１回限り

危機管理係
0264-52-4902

役場窓口　10番

制度名 対象者 事業内容 担当係

上松町猫繁殖制限
手術補助金

町内に住所を有する個人で、本補助金と類似
した助成制度を利用していない者

猫の不妊・去勢手術費用について補助【事前申請】

不妊手術１匹につき12,000円、去勢手術１匹につ
き6,000円。ただし、手術費用がこれに満たない場
合は費用の額とする。

上松町太陽光
発電システム等

設置補助金

・町内に住所を有する方又は、自らが居住す
るための町内の住宅（住宅に事務所、店舗等
の用途を兼ねるものを含む）に対象システム
を設置しようとする方
・町税等の滞納のない方
・年度内に太陽太陽光発電システム等の設置
を完了することができる方

太陽光発電システム、蓄電池システムの設置費用の補助
【事前申請】

・太陽光発電システム
　（太陽光発電システムの設置に必要な経費）
太陽電池モジュールの最大出力１kW当たり　　　50,000
円
　補助上限額　　200,000円

・蓄電システム
　（蓄電システムの設置に必要な経費）
蓄電システムの蓄電地容量１kWｈ当たり　　10,000円
　補助上限額　　100,000円

制度名 対象者 事業内容 担当係

有害鳥獣被害防止
対策事業補助金

町内に住所を有する者
（一つの区域において2名以上が共同で事業を行う
場合は代表者）

サル、イノシシ、クマ等有害鳥獣対策として設置す
る施設（電柵等）に要する経費を補助
【事前申請】

１名　資材費の5/10　上限50,000円／年
共同　資材費の6/10　上限50,000円／年

狩猟免許
取得補助金

町内に住所を有する者
（免許取得後は上松猟友会に入会し、町内の有害鳥
獣捕獲に従事することができる者に限る）

狩猟免許受験手数料、初心者狩猟免許
試験講習会テキスト代を補助【事前申請】

受験5,200円（既罠又は銃免許所有者3,900円）

講習3,300円
※受験料等に変更があればその額を補助

えごま生産奨励金
町内に住所を有する個人(共同生産の場合は代
表者)又は団体

町内で生産し上松町特産品開発センターへ出荷した
えごまに対し補助（開発センター買取額に上乗せ補
助）【事前申請】

1㎏あたり800円

農業振興係
0264-52-4804

役場窓口　８番

林業振興係
0264-52-4804

役場窓口　８番

農林・畜産

交　通

生活環境係
0264-52-4802

役場窓口　２番

環境衛生・再生可能エネルギー

生活環境係
0264-52-4802

役場窓口　２番



*非常持ち出し品の備えが大切です* 
 非難するときに持ち出す最小限の必需品。 

男性で１５kg、女性で１０kg程度を目安にリュックなどの持ち

やすい状態で準備しておきましょう。  

自主防災組織                                                      危機管理課 危機管理係 

                                                    ０２６４－５２－４９０２ 

*消防団* 
 消防団は、「消防組織法」にもとづいて自治体に編成するこ

とが義務付けられています。地域住民の生命・財産を守るた

め、市町村長を管理者として地域住民によって組織されてい

ます。有事の出動だけでなく、日常から防犯防災活動を実施し

ています。 

 国全体の管轄は総務省の消防庁。木曽エリアでは、木曽広

域消防署が設置されています。 

 

 上松町の消防団は、平成２０年度から全４分団編成になりま

した。団本部が上松町役場にあり活動しています。団員は男性

だけでなく女性も所属し、男性団員では気付かないような心

配りで活躍しています。 

 

 活動は現役団員に限りません。元消防団員だった町民が、近

くの消火栓で火災被害を最小限に食い止めた事例もありまし

た。日ごろの訓練で機器の使い方に慣熟していたため、出火

直後に消火できたのです。消防退団者の多くは、町連合防火

会や防犯指導員に所属して消防団の経験を活かしています。 

*上松町消防団の主な活動* 
●有事の消火活動、不明者捜索、救急救命(AED、心臓 

 マッサージなど） 

●消火訓練(操法大会訓練、機器操作講習など)、救急救 

 命講習 

●保育園・小学校・福祉施設等の避難訓練の誘導、指導 

●地域防災訓練の指導(消火栓、消火器の操作説明や実 

 演) 

●防火点検・指導(灯油タンクやボイラー、消火器な 

 ど）、夜警巡回 

●町内各地の水利の点検と把握、管理(防火タンク、消火 

 栓、河川などの自然水利) 

●防火・防災の啓蒙活動 

 

火気の取扱いが増える１２月～３月は、毎月２回防火デーを設

けて夜間巡回します。 

 

消防団員は随時募集しています。興味のある方はお気軽にご

連絡ください。 

消防に関する連絡先 電話番号 

木曽広域消防本部(火災、救急救命） 0264-24-3119 

上松町消防団(上松町危機管理課危機管理係) 0264-52-2001 

(役場代表） 

0264-52-4902 

（課直通） 

第１分団(非常駐・主に駅前周辺から町北部を担当) 0264-52-4442 

第２分団(非常駐・主に見帰、寝覚地域から町南部を担当) 

0264-52-3999 

(第1部寝覚) 

0264-52-4359 

(第2部下河原) 

第３分団(非常駐・主に栄町地区から町東部を担当) 0264-52-3987 

第４分団(非常駐・主に木曽川右岸から町西部を担当) 0264-52-4591 

file:///C:/Users/JWS15007/Desktop/hijoumotidasihin.pdf


上松町避難所一覧                                                   危機管理課 危機管理係 

                                                    ０２６４－５２－４９０２ 

 施設名 所在地 電話番号 対応する災害種別 収容人数 

１ 上松町ひのきの里総合文化センター 上松159-8 ５２－２７３６ 洪水・土砂・地震 ２５０人 

2 上松町公民館 小川1706 ５２－２１１１ 洪水・土砂・地震 １００人 

3 上松小学校体育館 緑町2-1696付近 ５２－２００２ 洪水・土砂・地震 ２００人 

4 上松町社会体育館 小川1706 ５２－２１１１ 洪水・土砂・地震 ２５０人 

5 上松中学校体育館 上松1757-1 ５２－２１３５ 洪水・土砂・地震 ２５０人 

◆指定避難所◆ 

◆指定緊急避難場所◆ 

 施設名 所在地 電話番号 対応する災害種別 

1 北上条公民館 上松1355  洪水・土砂 

2 桟グリーンパーク 上松1302-154付近  洪水・土砂・地震   

3 池島住宅集会所 上松1537  洪水・土砂・地震 

4 南上条集会所 上松1619-1  洪水・地震 

5 旭町集会所 上松188-51  洪水・地震 

6 関西電力社宅前広場 上松188付近  洪水・地震 

7 旧鬼渕橋左岸付近 上松188-24付近  洪水・土砂・地震 

8 下旭町公園 旭町14付近  洪水・地震 

9 丸山 月極駐車場 旭町10-3付近  洪水・地震 

10 上松陸送トラック駐車場 正島町1-384-2付近  洪水・地震 

11 木曽森林管理署公務員宿舎 

パーキング 

上松188-83付近  洪水・地震 

12 小脇団地入口水道施設横空き地 小川108-2付近  洪水・土砂・地震 

13 山田印刷横駐車場 本町通り2-19-1付近  洪水・土砂・地震 

14 駅前ふれあい広場 上松159付近  洪水・土砂・地震 

15 上松小学校給食センター前 緑町2-1696付近  洪水・土砂・地震 

16 上松小学校校庭南側 上松709  洪水・土砂・地震 

17 上松保育園園庭 緑町  洪水・土砂・地震 



 施設名 所在地 電話番号 対応する災害種別 

18 東奥農業生活改善センター 小川683-1  洪水・土砂・地震 

19 高山林業後継者研修センター 小川320-ィ  洪水・地震 

20 上松町公民館駐車場 小川1706  洪水・土砂・地震 

21 東里生活改善センター 小川1362 52-2861 洪水・土砂・地震 

22 東小川生活改善センター 小川880-2 52-2763 洪水・地震 

23 野口住宅３・４号棟前駐車場 小川1347-2付近  洪水・地震 

24 近所住宅E棟横町道 小川1399付近  洪水・土砂・地震 

25 近所住宅集会所 小川1388  洪水・地震 

26 島防災コミュニティセンター 小川3197-1 52-4591 地震 

27 よろまいか駐車場 小川3518付近  洪水・土砂・地震 

28 織田工房付近空き地 小川3571-1付近  洪水・土砂・地震 

29 林の平分譲地付近空き地 小川3751-2  洪水・地震 

30 藤久保 久保久二宅 小川5613  洪水・土砂・地震 

31 ふるさと農園管理センター 小川5538付近  洪水・土砂・地震 

32 西中生活改善センター 小川4135 52-5006 洪水・地震 

33 出荷米調整センター 小川4230-238付近  洪水・土砂・地震 

34 大畑地籍 あずまや 小川5304-1付近  洪水・土砂・地震 

35 ギャラリー蝸牛付近 小川5082付近  洪水・土砂・地震 

36 台生活改善センター 小川5996  洪水・土砂・地震 

37 西奥生活改善センター 小川4709-1 52-5270 洪水・地震 

38 見帰集会所 小川2245-9  洪水・地震 

39 日通跡地役場倉庫駐車場 小川2007付近  洪水・土砂・地震 

40 山一建設駐車場 小川2278-1付近  洪水・地震 

41 上松中学校校庭 上松1757-1  洪水・地震 

42 グループホームうらしま 小川2377-2  洪水・地震 

◆指定緊急避難場所◆ 



 施設名 所在地 電話番号 対応する災害種別 

43 たせや駐車場 上松2398-1付近  洪水・土砂・地震 

44 フードセンターしょうきち駐車場 上松1734-1  洪水・土砂・地震 

45 上松町消防団第２分団 小川2421-1 52-3999 洪水・土砂・地震 

46 県営住宅ねざめ団地駐車場 上松1770-12付近  洪水・土砂・地震 

47 ねざめ団地集会所 上松1776-1  洪水・土砂・地震 

48 松原住宅入口三叉路 上松1844-3付近  洪水・土砂・地震 

49 寝覚公民館 小川1748 52-3220 洪水・土砂・地震 

50 田代集会所 小川2439-1  洪水・土砂・地震 

51 吉野生活改善センター 荻原3076-1 52-5454 洪水・土砂・地震 

52 吉野生活改善センター前広場 荻原3574付近  洪水・土砂・地震 

53 熊野神社 荻原2836-ﾛ付近  洪水・土砂・地震 

54 小野集会所 荻原2335 52-4910 洪水・土砂・地震 

55 旧老人ホーム木曽寮駐車場 荻原2409-2付近  洪水・土砂・地震 

56 荻原集会所 荻原2033 52-5153 洪水・地震 

57 東野生活改善センター 荻原1846  洪水・土砂・地震 

58 上松荘体育館 荻原1460 52-2298 地震 

59 下河原運動場 荻原1520付近  土砂・地震 

60 旧荻原小学校体育館 荻原1212-2  洪水・土砂・地震 

61 木曽ねざめ学園駐車場 荻原1213-3付近  洪水・土砂・地震 

62 ふれあい交流広場おぎ 荻原1212-2  洪水・土砂・地震 

63 立町集会所 荻原1120-1  洪水・土砂・地震 

64 右岸道路取付道路広場 荻原3333-9付近  洪水・土砂・地震 

65 澤木義男宅横広場 荻原769付近  洪水・土砂・地震 

66 旧ドライブイン木曽駐車場 荻原391-5  洪水・土砂・地震 

67 倉本新田三叉路付近 荻原567-7  洪水・土砂・地震 

68 旧サークルK駐車場 荻原234-2付近  洪水・土砂・地震 

69 倉本集会所 荻原391-1 52-5400 洪水・土砂・地震 

◆指定緊急避難場所◆ 
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